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これからの市民安全の課題と展望

　ご紹介をいただきました内閣府参事官の安部でござい

ます。よろしくお願いいたします。今日は、日本で３番

目のセーフコミュニティの認証を厚木市が受けられると

いうことで、まずは関係者の皆さん、おめでとうござい

ます。また、このおめでたい席にお招きをいただきまし

て、どうもありがとうございました。政策統括官付参事

官というあまり聞き慣れない言葉かと思いますけれども、

普通の国の役所で言えば、政策統括官は局長であります。

共生社会政策担当統括官ですので、共生社会政策局交通

安全対策課長兼自殺対策課長というのが、普通の役所な

らそういうかたちの肩書だと思います。ちなみに、私の

上司の政策統括官は、その名前を聞けば、きっと「あ、

あの人か」という人です。

　私は交通安全対策と自殺対策を担当しておりまして、

それぞれセーフコミュニティにかかわっているので、そ

の両方のことから話させていただきます。

　まず、交通安全の話から入りたいと思います。このグ

ラフ（スライド№３）は見た方も多いかと思いますけれ

ども、赤い線が昭和26年からの交通事故の死亡者の推移

でございます。昭和26年、27年は5,000人を切っていまし

たが、それからすごく伸びまして、昭和45年がピークで

した。このときは、何と１年間で１万6,765人の方が交通

事故で亡くなられました。交通戦争と言われた時期でご

ざいます。これは何とかしなくてはいけないということ

で、昭和45年に交通安全対策基本法という法律ができま

した。関係者一丸となって交通安全に取り組もうという

ことで、翌年の昭和46年から５カ年計画である交通安全

基本計画というのを作ってきまして、今は第８次の計画

です。来年は第９次の新しい計画を作るということで、今、

その新しい基本計画の作業を鋭意作業中でございます。

　その交通安全対策の甲斐があったのか、45年をピーク

にだいぶ減りました。昭和54年には、8,466人といったん

底を打ちました。けれども、その後また増えまして、平

成４年に第２のピークを迎えます。このときが、１万

1,451人です。この第２のピーク後、あとはずっと減って

きまして、昨年の平成21年は、ついに4,914人ということ

で5,000人を切りました。これは昭和45年の３分の１以下

となっています。その5,000人を切ったというのは、昭和

27年以来ですので、57年ぶりということでございました。

　ただし、この死者数というのが三つございまして、今

の赤の線は、警察の統計で使っています24時間以内の死

者数でございます。あと、30日以内の死者数というのも、

最近は警察が統計を取り始めました。世界的には、30日

以内死者数というのが世界標準の統計でございます。30

日以内ですと、5,772人でもっと多いです。また、１年以

内の死亡数というのも厚生省が統計を取っていますが、

それを見ますと7,314人。即死の状態ではなくて、交通事

故で重傷を負われて、それからある程度たってから亡く

なられる方も多いわけで、24時間死者数では5,000人を

切ったといえども、実際は、それ以上の多くの方々が交

通事故で亡くなられているわけでございます。

　この（スライド№３）点線は、負傷者数と事故発生件

数の推移です。平成４年を第２のピークにしまして死者

数はどんどん下がってきたわけですが、平成４年以降も

事故件数と負傷者数は平成16年まで増え続けてきたわけ

です。平成16年以降、最近の５年間は減ってきておりま

すが、昨年でも91万人を超える方が負傷されています。

私は自殺対策と交通安全対策の両方を担当している者な

ので、政治家の方々から、「今は自殺の数がすごく多いと。

交通安全は5,000人を切ったのだからもういいじゃない

か、これからは自殺のほうを一生懸命やってくれよ」と

いう話が出ることもあります。

　これに対しては「交通事故の死者数はこれだけ減りま

したけれども、まだまだ少なくはありません。負傷者数

を見てください。90万人の方が事故に遭って被害を受け

ています。交通安全の必要性はいささかも減っていませ

ん」ということを政治家の皆さま方に強調しているとこ

ろであります。

　この次のグラフ（スライド№４）が、「年齢層別交通事

故死者数の推移」です。この紫色の線が16歳から24歳の

若者です。従来は若者がすごく多かったのですけれども、

近年は、若者の死者数というのが急激に減ってきており

ます。減らないのは何かといいますと、この赤い線の65

歳以上の高齢者です。今、全死亡者のうちの65歳以上の

占める方の割合というのは49.9％ということで、約半分

です。恐らく今年は50％を超えるのではないかと思いま

す。ですので、高齢者の死亡事故をいかに防ぐかという

ことが今日の交通安全の最大の課題でございます。

これからの市民安全の課題と展望
～交通安全と自殺対策の分野から～

安部  雅俊
内閣政策統括官（共生社会政策担当）付参事官　交通安全対策・自殺対策担当

日本セーフティコミュニテイ学会第４回学術大会

基調講演１
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　これ（スライド№５）は、65歳以上の方をさらに75歳

以上とで分けたものです。75歳以上の方々の死者数が全

然減っていないというのがわかると思います。65歳から

74歳の減りに比べて、75歳以上の方が減っていません。

人口10万人あたりの死者数を見ますと、日本全体では、

10万人当たり3.85人ですが、75歳以上では11.63人になっ

ておりまして、人口比で見ても75歳というのは日本国全

体の３倍の割合の方が亡くなられている状況でございま

す。

　（スライド№６）高齢者の問題としては、被害に遭わ

れるという方だけではなくて、高齢者の方が起こされる

事故というのも、非常に大きな社会問題となっています。

全体として事故の件数は減っているのですが、75歳以上

の方が、第１当事者として事故を起こされた件数は、平

成11年は271件だったのが、21年は416件ということで、

大幅に増加してきております。

　だから、高齢者の方が事故を起こさないようにどうす

ればいいのかということで、今、高齢者の方の運転免許

証の自主返納などに取り組んでおりますけれども、どう

したら運転をしないで高齢者の方が暮らしていけるのか。

そういう町づくりと一緒に考えていかなければなかなか

解決できない問題だなと思っております。

　また、この次に、「状態別の交通事故死者数の推移」

（スライド№７）ですが、以前は、当然のことながら自動

車乗車中、これには運転者も同乗者も入りますけれども、

この自動車乗車中の死亡者が多かったわけですが、自動

車乗車中の死亡者の数は、近年どんどん減ってきており

ます。減らないのが歩行者の死亡者ということで、平成

20年に、ついにこの数字が逆転しまして、今は歩行中の

死者が一番多いです。死亡事故の３人に１人以上が歩行

中の死者でございます。だから、歩行者の安全対策をど

うするのかということも今日の課題でございます。

　今言いました状態別と年齢層別の交通事故死者数をマ

トリックスにしたのがこのデータ（スライド№８）です。

歩行中の死者数のうちの７割が65歳以上の方です。また、

自転車乗用中の交通事故死者数のうち65歳以上の占める

割合が64％ということで、高齢者の歩行者、自転車乗用

中の方々をどうやって守っていくのかということが大事

だと考えております。

　これ（スライド№９）は欧米諸国との比較ですが日本

は歩行中の事故、自転車乗用中の事故で亡くなられる方

が非常に多く、欧米諸国と比較しても突出しているとい

うことがわかると思います。

　（スライド№10）年齢別の交通事故死者数を諸外国と

比較したものです。日本は諸外国と比べまして高齢化が

進んでおりますので、65歳以上の人口は、今22％を超え

ています。人口比ですと22％にすぎない65歳以上の方が、

交通事故死者数の中ではほとんど半数を占めます。人口

比と交通事故死者数の割合がこれだけ違っているという

のも諸外国にはないわけでございまして、日本というと

やはり高齢者の交通事故、これが極めて大きな問題だと

いうことがわかると思います。

　次に、最近よく問題になっています自転車の事故のグ

ラフ（スライド№11）です。この上の青い線が、自転車

が対自動車と事故を起こしたものです。それから、黄色

い線が自転車相互、ピンクの線が対歩行者です。ここで

気を付けてほしいのは、目盛りが違いまして、対自動車

は左の目盛りでございます。平成21年で言いますと、対

自動車は13万件です。それから、自転車相互は3,900件で、

対歩行者は2,934件ということで、けたが２けた違います。

対自動車につきましてはほとんど横ばいで来ております

けれども、自転車相互は、平成９年と比べますと、平成

21年は614ということで６倍以上です。対歩行者の数は

464ということで５倍近く増えてきています。

　これは、最近新聞などでもよく引用される数字なので

ございますけれども、この10年で自転車の対歩行者の事

故、自転車同士の事故がこれほど増えたということにつ

いてはいささか疑問があるなと思います。これは、警察

のデータでございますので、警察に届けられている数字

はこれだけ増えてきました。ある自転車団体のデータで

すと、「歩行者が自転車とぶつかった場合に、警察に届け

ますか」とアンケートを採ったところ、６％しか届けな

いという数字もありましたので、この数字そのものが実

数とは言えないと思います。ただし、これだけ警察に届

けられた件数が増えてきたということは、自転車の事故

が大きな社会問題化してきているということは間違いな

く言えることだと思います。

　最近、毎日新聞などでもこの自転車の事故を特集して

おりますけれども、自転車の事故を起こしまして、相手

方を死亡させたりとか、重傷を負わせたりとかというこ

とで、数千万円の損害賠償を求められる事案というのも

最近は少なからず起きているところでございます。自動

車と違いまして自賠責という制度がございませんので、

加害者のほうも支払える能力はなく、加害者、被害者と

も大変不幸になられるということが起きています。この

自転車の保険につきましては、以前は、自転車総合保険

というのが商品として保険会社にあったのですが、最近

は、そういうのがだんだんなくなってきているようです。

ただし、火災保険とか、自動車保険には個人賠償責任保

険を特約として付けることができます。皆さんには、き

ちんとこういう特約が付いているのかどうなのか、ご自

身の保険を改めて確認していただきたいと思います。自
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転車に乗るならば、きちんとそういう保険に入っておく

というのが一つのエチケット、社会マナーかなと思いま

す。ぜひ保険に入った上で自転車を運転していただきた

いと思います。

　最近、自転車の問題が大きな社会問題化しているとい

うことで、警察も取り締まりに熱心になってきました。

この折れ線グラフ（スライド№12）が検挙件数です。平

成17年は326件だったのが、21年は1,616件ということで

すので、このたかだか４年間で５倍近い検挙件数になっ

ております。この棒グラフは指導警告票交付件数で、検

挙まではしないけれども注意喚起するために書面を渡す

というものです。これが4年前は100万件だったのが、平

成21年は200万件を超えているということで、警察も自転

車問題にしっかり取り組んできています。

　あと、もう一つの最近の話としまして、生活道路とい

うことがございます。この折れ線グラフ（スライド№13）

を見ていただきたいのですけれども、左側は「生活道路

（車道幅員5.5メートル未満）における交通死亡事故件数

の推移」でして、全体に死亡事故件数が減っている中、

生活道路の件数はなかなか減らないということで、生活

道路で起きる死亡事故の割合というものが近年やや高ま

る傾向にあります。右のほうは、「生活道路における交通

事故件数の推移」ですけれども、事故件数のほうで見る

と、やはり顕著に右肩上がりのグラフになっていると思

います。ですので、身近な生活道路における事故の占め

る割合が増えてきているのだということになります。

　また、その死亡事故、特に歩行中、自転車乗用中の交

通事故死者数がどこで発生しているかというのがこの

データ（スライド№14）です。左側が歩行中でございま

す。濃い紫色というのが自宅から500メートル以内、いわ

ゆる生活圏で起きている事故の割合です。歩行中の交通

死亡事故は、生活圏500メートル以内で起きている事故が

６割近いです。また、自転車のほうを見ましても、500メー

トル以内の生活圏で起きている死亡事故が４割近いとい

うことで、極めて身近なところで事故が起きているとい

うことでございます。

　「道路種類別の死傷事故率」（スライド№15）ですが、

交通事故の全体の件数だけで見ますと、幹線道路という

ものが圧倒的に交通量は多いですから、事故数の大半は

幹線道路で起きています。このグラフは何かというと、

車１台が同じ距離を走ったときに、生活道路と幹線道路

と、どちらの事故が起きやすいのかということでござい

ます。１億台キロ当たりの件数ですので、車１台が１億

キロ走ったら何件死傷事故が起きるかということです。

生活道路は208件、幹線道路は91件ということでございま

すので、この生活道路というのは幹線道路の2.3倍も事故

が起きやすいということで、非常に危険性のあるところ

です。生活道路の中を自動車がどんどん走ると極めて危

険だということがわかると思います。

　生活道路の対策をどうしようかということは、新しい

基本計画の中の課題でもございます。今、警察のほうで

も、今年度と来年度の２カ年をかけて、規制速度の全面

的な見直しを進めています。規制が厳しすぎるところに

ついては緩和するという話も一方ではありますけれども、

生活道路で、やはり歩行者の安全確保が必要な道路につ

きましては、地域住民の方々の意見も聞いた上で、原則

30キロメートルに規制していこうではないかと、そうい

う話が出てきております。

　欧米諸国などでも、ゾーン30ということで面的な対策

を講じまして、生活空間内では30キロメートル以上のス

ピードは出さないようにさせています。車の速度が30キ

ロメートルを超えるかどうかで、死亡へつながるかどう

かというのは劇的に変わるそうです。ですので、やはり

厚木市におかれましても、いかに安全な生活空間を作っ

ていくのか、こういう交通安全対策を町づくりの中でぜ

ひ取り組んでいただきたいと思っているところでござい

ます。

　あと、最近交通死亡事故が減ってきた理由は何かとい

うことで幾つかご紹介したいと思います。よく言われて

いることは、まず、シートベルトの着用率が向上してき

ました。（スライド№16）薄いピンクの線がシートベルト

の着用率です。あと、この濃い紫が致死率です。自動車

事故死傷者数のうち死者の占める割合が致死率というこ

とですけれども、シートベルトの着用率の向上に伴って

致死率が下がってきています。真ん中の四角に書いてお

りますけれども、シートベルトの着用、非着用で、致死

率が13倍も違います。これは全座席の平均です。最近は

後部座席も義務化されておりますが、前列はほとんどの

方が大体シートベルトをしておりますけれども、後部の

ほうはまだまだ少ない状況です。ぜひ後部座席に座られ

ましてもシートベルトの着用を徹底していただきたいと

思っております。

　次に言われていることは、「高速走行の事故の減少」（ス

ライド№17）ということです。「危険認知速度」とは、事

故を起こした車の運転手が危ないと思ったときに、その

車がいったい何キロで走っていたかということです。下

のオレンジの線が80キロメートル超で走っていたという

車ですが、ほかのグラフと比べて顕著な右肩下がりに

なっております。ですから、高速で起きている事故とい

うのが減ってきています。死亡率の違いということも書

いてありますけれども、50キロメートル以下だと0.4％の

死亡率、80キロ超ですと28.3％ということで、80キロ超
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の場合は、50キロ以下の71倍です。ですので、高速で事

故を起こす方が減ってきたということで、だいぶ死亡事

故の数も減ってきています。

　それから、飲酒運転につきましては、いろいろな悲惨

な事故が幾つか相次ぎまして、罰則も強化されるなど、

社会でも飲酒運転は許さないという気運がだいぶ高まっ

てきたところもありまして、やはり激減してきました。

（スライド№18）この濃い青のところが飲酒運転による交

通事故件数でございますけれども、平成11年を100としま

すと、21年は26.9という状況になってきております。

　スピード違反につきましても、（スライド№18）このピ

ンクの部分ですが、11年を100としまして、21年が34.4と

いうことで、３分の１ぐらいに減ってきました。こうい

う悪質な運転の起こす事故というものが減ってきたと言

えます。ただし、減ってきたといえども、飲酒運転がこ

れだけいけないことだと言われているのにまだまだある

ということは残念なことでありまして、飲酒運転の根絶

に向けて、皆さま方のご協力をいただきたいと思います。

　「車両の安全性の向上」についてですが、このグラフ

（スライド№20）は、右に行くほど登録年度が新しい車で

す。その登録年度ごとに10万台当たりの死者数というも

のを出しているのですけれども、全体として右肩下がり

です。要するに、車が新しくなるほど死亡事故を起こす

割合は減ってきており、車の性能の向上ということも死

亡事故の減少に大きく寄与しているということが言える

と思います。

　あと、このほかに救急救命態勢の整備ですとか、医療

技術の向上ですとか、いろいろな要因に基づき、交通事

故死者数が57年ぶりに5,000人を切ったという状況でご

ざいます。

　（スライド№21）今、新しい交通安全基本計画の５カ

年計画を作っているところだと言いました。第８次の基

本計画を今から４年前に作ったわけですけれども、交通

事故死者数を5,500人以下にするという目標は、２年前倒

しで実現できました。それで、次の新しい計画をどうす

るかというところでございますけれども、実は、先月に

中間案というのを公表いたしまして、パブリックコメン

トを実施したところでございます。

　（スライド№22）この中間案においては、新しい道路

交通事故対策の目標としまして、24時間死者数を3,000人

以下とするとしています。今、5,000人を切ったばかりで

すので、５年以内に3,000人を切るというのは非常に厳し

い目標ではあります。厳しい目標ではありますけれども、

その死亡事故をゼロにしていくということが究極の目標

でございますので、高い目標を掲げて、皆さま方のご協

力を受け、１人でも多くの方を減らしていきたい、でき

ればこの目標を実現したいということで頑張っていきた

いと思っております。

　先ほど言いましたように、今の交通安全の問題としま

すと、高齢者の話、それから歩行者、自転車の話、生活

道路の話、こういうことを重点課題としながら各省一体

となって取り組んでいきたいと思っているところでござ

います。

　（スライド№23）この24時間死者数を3,000人というこ

とは、世界標準である30日以内の死者数に換算しますと

大体3,500人になるのです。各国は30日以内死者数で統計

を取っていますので。そこで、各国別のランキングを並

べますと、今日本は、人口10万人当たりの死者数は５～

６番目の辺りにあります。この計画の目標を達成すると、

おそらく人口当たりでは一番交通事故の死者数の少ない

国になれるのではないかということで、今回の新しい計

画は、「世界一安全な道路交通を実現する」ということを

一つの目標にしたいと考えているところでございます。

　時間がなくなってきましたが、次に自殺の話に移らさ

せていただきます。我が国の昭和53年からの自殺者数の

推移（スライド№26）ですが、53年から平成９年までは

２万から２万5,000人の間で推移してきました。ですが、

平成10年に、なぜか前年の２万4,000人台から３万2,0000

人台に急増いたしました。その年から昨年まで、12年連

続で３万人を超える高い水準で続いております。人口10

万人当たり、毎年25人程度の方がお亡くなりになってい

ます。厚木市でも、不幸なことに、昨年55人の方が自殺

で亡くなられていると聞いております。なぜ平成10年に

増えたかということはよくわからないのですが、平成10

年に失業者の割合も増えておりまして、そういう経済的

要因も一つ関係しているのかなとは思いますが、いろい

ろなことが複合的な要因としてありますので、一概には

なかなか言いにくいことだと思います。

　先ほどのこのグラフで見ますと、赤が男性でオレンジ

が女性でございまして、男性は女性の2.5倍で、男性の自

殺率が高いです。これは、日本だけではなくて、諸外国

も大体似たような傾向を示しております。（スライド№

27）その中でどのような方の自殺者が多いかと言います

と、40代から60代の男性です。これは日本の特徴のよう

なのですけれども、働き盛りの方はさまざまなストレス

を抱えているということでしょうか、この年代の男性が

多いです。40代から60代の男性で、自殺者全体の４割と

いうのが日本の状況でございます。この中高年の自殺を

いかに防ぐかということが課題でございます。

　これ（スライド№28）は、死因を年齢別に見たもので

ございますけれども、特に若い世代というのは、がんだ

とかそういう病気になりにくいということもあるので
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しょうが、15歳から39歳までは自殺が死因の一番でござ

います。15歳から19歳は、交通事故等の不慮の事故と同

数なのでございますけれども、この若い世代の死因の第

1位が自殺だということも、先進国の中では、日本がほと

んど唯一の国でございます。

　自殺死亡率の国際比較（スライド№29）ですが、後進

国のほうは、データがなかなか信用性がないこともあり

まして、世界で何番目ということは一概に言いにくいと

思います。ですが、日本が世界の中で高い国であること

は間違いありません。先進諸国、ロシアも入れてのＧ８

の中で比較しますと、日本の自殺率というのはロシアに

次いでの第２位と、ロシア以外のＧ７で言えば、日本が

一番高く、先進諸国の中では日本の高さは際立っている

ところでございます。

　（スライド№31）平成10年から自殺が急増しまして、

大きな社会問題となってきました。それで、やはり何と

かしなくてはいけないということで、平成18年に自殺対

策基本法が成立しました。交通安全対策基本法は昭和45

年ですので、全く歴史が違います。自殺のほうは18年に

法律ができたばかりです。平成18年にこの基本法ができ

まして、19年４月に内閣府に自殺対策推進室ができまし

た。それから、19年６月に自殺総合対策大綱ということ

で、政府としての自殺対策の指針を閣議で決めました。

　これ（スライド№32）は法律の概要ですけれども、こ

この基本理念のところを見ていただきますと、自殺とい

うのは個人の問題だとよく言われましたけれども、決し

てそうではなくて、さまざまな社会的要因があるので、

社会として取り組まなければいけないということです。

自殺の原因というのは複合的な原因があるので、これま

で、厚生労働省を中心とした精神保健的な観点の対策が

中心だったわけですけれども、そうではなくて、実態に

即したさまざまな対策を講じなければいけません。あと、

自殺対策というのは、事前、事後、すべていろいろな段

階での活動をしなければいけないことですとか、あと、国、

地方公共団体、民間の方々、いろいろな方が密接な連携

を持ってやらなければいけないということを書いており

ます。

　（スライド№33）19年の６月に閣議決定された大綱で

すけれども、まず、基本認識としまして、次の三つを書

いております。

　自殺は追い込まれた末の死で、個人の自由な意思や選

択の結果ではありません。ほとんどの自殺というのは、

社会的要因を含むさまざまな要因が複雑に関係していて、

心理的に追い込まれた末の死なのだと。自殺者の多くは、

自殺の直前にうつ病等の精神疾患に罹患した方が多いと

いうことがございます。けれども、実際に精神科の先生

の診察を受けていた方は極めて少ないですので、いかに

精神科の方々の適切な診療を受けることが大事か。そう

いう方々にきちんと足を運んでもらうにはどうすればい

いのかということを社会全体で考えないといけないと思

います。

　自殺は防ぐことができます。自殺の背景となっていま

す社会のいろいろな要因ですとか、経済対策などがあり

ます。それから多重債務の問題です。最近は多重債務の

相談と心の健康相談ということをタイアップしていきま

しょうという話も多くやっております。それから、ハロー

ワークなどだと、当然失業対策で来るわけですけれども、

失業されている方はやはり心の悩みを抱えている方が多

いです。そういう方々を心の悩み相談の担当者と一緒に

するとか、相談に来た方々が専門家の治療を受けられる

ようにきちんと紹介するですとか、そういうことが大事

だということで、いろいろな関係省庁ともお願いしなが

らやっているところでございます。

　自殺を考えている人はサインを発しています。家族や

同僚の方々に対して、やはり自分は心の悩みがあるとい

うことを気付いてほしいという、それをはっきりと言わ

ないでも、何らかのサインを発していることが多いとい

うことが言われています。そういうサインにいかに気付

くか、それに気付いて、専門家の診療だとか相談機関に

いかにつなげていくかの「気付き」と「つなぎ」という

のが、自殺対策においてのキーワードかなと思っている

ところでございます。

　自殺を予防するための当面の重点施策（スライド№34）

ということで、このような９項目を挙げております。自

殺の実態を明らかにするということで、警察のほうでい

ろいろな自殺のデータを取っておりますけれども、内閣

府のほうに警察から毎月データをいただきまして、この

４月からは、都道府県別、市町村別に、自殺のデータな

どを内閣府のホームページで公表するようにしておりま

す。

　右上のところを見ていただきますと、早期対応の中心

的役割を果たす人材をゲートキーパー、直訳すると門番

ですけれども、自殺対策の世界では、こういう自殺の兆

候に気付いて、きちんとした専門家につなげるような、

そういうことができる方々をゲートキーパーと呼んでい

ます。大きな役割を果たされている方は、お医者さんで

すとか、学校の教職員の方々です。あと、多重債務の問

題ですとか、失業の問題ですとか、あと、中小企業の経

営者が経営相談に来たりとかします。そういうところの

相談所の方々が、自殺の予防に対しても中心的役割を果

たしていただきたい、そういう意識を持ってそういう相

談業務をやっていただきたいと。そういう総合的な相談
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をするためにも、それなりのコーディネーターとしての

役割を果たす方の存在が必要でございますので、ぜひそ

ういうコーディネートの役割を果たせる人材を、各市町

村では育成してほしいと思っているところでございます。

　社会的な取り組みで自殺を防ぐということでは、多重

債務の問題、失業問題というような話をいかに心の相談

とつなげていくかです。あと、電車などですと、何もな

いと、つい飛び降りたくなるということで、ホームドア、

ホーム柵とかをきちんと整備していきましょうとか、い

ろいろな対策を総合的にやっているところでございます。

　（スライド№36）昨年度、平成21年度の補正予算で、

地域自殺対策緊急強化基金というのが創設されました。

これまで日本の自殺対策が進んでいなかった一因としま

して、地方のこれに対する財源がない。自殺対策という

ものに対する予算があまりなかったということがありま

す。それで、昨年の予算で100億円計上されまして、内閣

府が都道府県に配りました。地方負担なしで、都道府県

に基金を積んでもらいまして、この基金を使って、平成

21年度から23年度までに３カ年の対策をやっていただこ

うと。お配りしましたのは都道府県でございますが、市

町村も都道府県を経由して使えることになっております。

ぜひ多くの市町村に積極的に取り組んでいただきたいと

思っております。

　厚木市は、今年度、これを活用していると聞いており

ますけれども、全国ですと、せっかくの100億円の基金が

ありながら、この基金を活用して事業を行っているのは、

まだ６割程度です。４割の市町村は、何ら自殺対策を講

じていません。ぜひ、この残りの４割の方々にも着手し

ていただきたいと思っております。

　自殺対策としましては、普及啓発、いろいろな方々に

関心を持ってもらうために広報的な活動も大事だと思い

ます。ですが、命を大切にしましょうということを言っ

ているだけでは自殺の数は減らないわけでございまして、

やはり先ほど言いましたゲートキーパー、実際に自殺に

気付きつなげる人、そういう人材をいかに育てていくの

か。それから、地域のいろいろな自殺防止の関係機関の

ネットワーク化を図るにはどうすればいいのかと。いつ

までも使える基金ではございませんので、こういう地域

の自殺対策の資源、財産となるような使い方をぜひ考え

ていただきたいなと思います。

　今年度、厚木市が何に使っているかと見たところ、ほ

とんどが普及啓発ということでございます。これは決し

て悪いわけではございません。けれども、ぜひ長期的な

観点で地域の財産となるような使い方というものを、来

年度以降は考えていただきたいなと思っております。

　あと、この基金に関連しまして、今年の補正予算は、

今、国会審議中でございますけれども、この中で、地域

活性化交付金というものがございます。3,500億円の予算

規模で、また、基本的には自由に使っていいという内容

でございます。その3,500億円のうち、1,000億円は「住

民生活に光を注ぐ交付金」という名称で別枠になってお

ります。何に使うかというと、一つが地方消費者行政、

二つ目は自殺対策ですとかＤＶ（家庭内暴力）対策です

とかの弱者支援等の対策です。それから、３番目としま

して、知の地域づくりで図書館等の話でございます。こ

の三つのメニューで1,000億円です。自殺にも使える交付

金が、今年度1,000億円、全国に配られます。ぜひこのお

金も大事に活用していただいて、将来に残る人材養成、

地域のネットワーク作り、そういうものにぜひ取り組ん

でいただければと思っておるところでございます。

　これ（スライド№37）は何かといいますと、睡眠キャ

ンペーンということで、今年の３月から内閣府がやって

いるところでございます。実は、これは静岡県の富士市

というところで始められたキャンペーンでございます。

自殺をされる方々は、事前にうつ病というものにかかっ

ている方が多いです。けれども、私はうつ病ではないか

ということで病院に行く人はほとんどいません。なかな

か日本の男性というのは、自分は悩みがあるのだという

ようなかたちでは行きません。ですけれども、眠れない

のだという体の症状の場合は、比較的お医者さんに行き

やすいという話があります。２週間不眠が続いてきたと

きにはうつ病のサインかもしれないと言われております。

そういうことで、２週間眠れないのならば、まずは、最

寄りのお医者さんに行って相談してみませんかと。

　「あなたは眠れています？」というご自身に対しての

キャンペーンではなくて、「お父さん、眠れている？」と。

やはりお嬢さんから、「お父さん、大丈夫？」と声を掛け

られると、自分も行きやすいかなと。だから、悩んでい

る方本人に対するメッセージではなくて、その周辺にい

る方々へのメッセージ、そういう眠れない方に気付いて

ほしいという話であります。　最寄りのお医者さんに行

かれましても、最寄りのお医者さんが、きちんとうつ病

かどうかを診断できないと困るわけです。日本の場合は、

かかりつけ医のほとんどは、残念ながらうつ病に対して

の正しい診断の能力は持っていません。ですので、富士

市の場合は、かかりつけ医に対しての研修というものを

セットでやりました。

　かかりつけ医がうつ病かもしれないと思ったときに、

専門家の病院に行ってもらわないといけません。という

ことで、かかりつけ医と精神科の先生方のネットワーク

というのをきちんと作りました。普段から顔を合わして

知っている仲になりまして、こういう場合にはここへ連
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絡するという地域としてのネットワークができてきてお

ります。眠れない方は睡眠薬などを薬局へもらいに行き

ますので、薬局の方々に対しても、精神科をつなぐよう

なネットワーク、こういうものもやっています。　こうい

うキャンペーンと一緒になって、そういう方々を、相談

に応じる方がいかに専門家につないでいくか、そういう

仕掛け作りというのを、ぜひ地方公共団体の方々はいろ

いろと知恵を出して考えていただきたいと思っておりま

す。

　最後ですけれども、これまでずっと「眠れますか」と

いうキャンペーンをしてきましたけれども、実は、次の

内閣府のキャンペーンとしまして、「誰でもゲートキー

パー」というふうなことをスローガンに掲げてみようと

思っているところでございます。実は、その「誰でもゲー

トキーパー」という言葉は、長崎県が作った言葉でござ

います。長崎県は自殺対策を一生懸命頑張っているとこ

ろでございますけれども、長崎県におきましても、やは

り自殺対策のための相談機関を作り、多重債務の問題も

心の問題も、すべての相談に応じられるような専門家を

育てていこうという動きをしようとしたところ、自死遺

族の方から、「そんな相談機関を作ったって、そこにはな

かなか行けるものではないのです。行けない人がほとん

どなのです」という話が出たことを受け、いかに悩んで

いる方の身の回りで、その心の悩みに気付いて、そうい

う人につなげていくことができるのかと、そういう方々

を育てていこうということで、「誰でもゲートキーパー作

戦」というのを長崎県では展開しています。

　これを、内閣府としても、ぜひ全国展開していきたい

なと思っているところでございます。自殺予防において

は、ここ（スライド№38）に書いてあるような「気付き」、

変化に気付くこと、本人の気持ちに耳を傾けるという「傾

聴」、あと、早めに専門家に相談するよう促す「つなぎ」、そ

れから、暖かく寄り添う「見守り」と、この四つの言葉

がキーワードですが、特に、この「気付き」と「つなぎ」

のできる方を一人でも多く増やす。そういうことを、ぜ

ひ厚木市においてもいろいろな知恵を出しながら取り組

んでいただきたいと思っております。

　交通安全、自殺をはじめまして、厚木市の総合的な安

全力が高まることを祈念いたしまして私の話とします。

ありがとうございました。
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セイフティプロモーションから見た高齢者の事故防止

●はじめに

　本論では高齢社会の中で急速にその予防対策が喫緊の

課題となってきた高齢者の不慮の事故について、高齢者

の健康を視点とした論点整理をしたいと思っている。内

容は、日本の高齢社会の実態がどう変わったのか。病気

の予防と治療から、生活機能をいかに維持し、介護状態

を予防するか、その上で高齢社会の中で新たに出現した

不慮の事故を含む特有の死亡構造とその対策について論

ずることにする。

●矩形化する生存率曲線

　まず、日本人の生命というものを平均寿命や死亡年齢

ピーク、あるいは生存曲線の特徴といった点を過去から

振り返って、現在の少子・高齢社会について考えていき

たいと思う。

　1950年から2006年までの過去半世紀の人口動態から、

1950年頃では高齢者人口はわずかに５％、平均寿命は60

歳ぐらいと、今では信じられないぐらいに短命な時代で

あった。現在はどうなっているかというと、2009年の総

務省データでは、高齢者人口はほぼ23％である。この現

象を生存数からみたカーブが図１である。保健・医療・

福祉の未熟な時代では生存率が100歳頃の限界寿命に向

かってほぼ直線状に下がっていることがわかる。

しかし、今日のカーブをみると、前期高齢者の

時期であっても生存率は高いところに維持され、

後期高齢者のあたりから急にがくんと落ちて、

最後の限界寿命になると全員が死んでいること

がわかる。

　昔はそういう変曲点がほとんどなく生存率は

直 線 に 落 下 し て い く が、今 は 矩  形 化
く けい

（Rectangularization）したカーブを描く。これは

世界中の長寿国に共通の現象であり、だいたい

75歳ぐらいから急速に生存が少なくなっている。

　このカーブが今後どのような形になるかとい

うと、おそらく団塊の世代の人々が死亡のピー

クを迎える2030年ぐらいには、この矩形がもっ

と右側に伸びることが予想されている。それは

なぜかというと、団塊の世代の人々は非常に健

康度が高いからであり、おそらく団塊の世代の人が死亡

ピークの曲線に入ってくる時は、変曲点が80歳近くまで

右ずれすると思われる。

●高齢者の健康水準の変化

　わが国の高齢者は若返っているのだろうか。

東京都老人総合研究所（現・地方独立行政法人東京都健

康長寿医療センター研究所）では、1991年から「老化に

関する長期縦断研究」（TMIG-LISA）を開始し現在も毎

年追跡している。

　このデータの詳しい紹介と分析はすでに報告されてい

るが１）、一言で言うならば、今日の高齢者全体は明らか

に過去の高齢者よりも運動機能を基準とした身体機能は

大幅に向上していることが明らかとなっている。特に前

期高齢者でその傾向が著しい。

　しかし後期高齢者ではかなり様相がことなっている。

　例えば「老研式活動能力指標」の変化を例にとって概

説しよう。老研式活動能力指標とは、13項目で測定され

る高齢者の生活能力を測定するもので、手段的自立、知

的能動性、社会的役割の３つの下位尺度から組み立てら

れている。このデータのこの10年間の推移を見ると非常

に大きな問題点があることに気づく。男性も女性も10年

経つとその得点は有意に落ちてくるが、男性はベースラ

インでの平均得点が12点ぐらいで、落ちても９～10点ぐ

セイフティプロモーションから見た高齢者の事故防止

鈴木 隆雄
　国立長寿医療センター研究所所長
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図１　生命表による日本人の生存率曲線の年次推移
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らいまでで止まっているが、女性、特に後期高齢での女

性の場合、ベースラインが10点ぐらいから始まり、その

後10年経つと、６点ぐらいにまで落ちている。前期高齢

女性でも、75歳を過ぎると急速に悪くなっていく。つま

り、後期高齢の女性というのは急速に生活機能を失って

いく、すなわち不健康寿命が長いという実態を現してい

る。

　これは今の日本の高齢社会の女性の最大の特徴のひと

つである。この原因の最大のものは運動器、あるいは骨

格系の老化が著しく進行することである。これは歩行速

度のデータと関係している。通常歩行での速さをみると、

男性はベースラインで1.3m/sec。一方、女性は1.1m/sec

であり、そもそものベースラインが遅い。その後10年の

加齢により、男性の場合は1.0ｍ～1.1ｍまで落ちるが、

女性では0.8ｍ～0.9ｍぐらいまで落ちてゆく。このよう

な歩行速度が遅くなっていくことは、生活機能を失わせ、

さらに転倒などの不慮の事故に関わる最大の原因の一つ

と考えられる。

　一般に女性では、筋骨格系の老化が非常に速く進む。

骨粗鬆症の患者は女性が圧倒的に多い。これは閉経以降、

骨代謝にかかわる女性ホルモン（エストロゲン）が枯渇

してくることが原因であることは広く知られている。

　また、もともと男性に比べて女性は筋肉量が少ないこ

とから、特に後期高齢の女性では筋力がほとんどなく

なってしまう現象、すなわちサルコペニア（Sarcopenia）が

高頻度に発生してくる。この筋肉の老化現象によって生

活機能を失っていくこと、そして要介護状態へと移行し

ていく事が後期高齢の女性における最大の問題ある。一

般に女性が筋肉や骨あるいは関節などの筋骨格系の老化

が非常に速く進むのに対して、男性は血管の老化すなわ

ち動脈硬化を基盤とした血管病変が速く進む。

いずれも生存には不益であるが、血管の老化の

ほうは出血や梗塞など何かイベントが起きると

致命的である。　このことはまた入浴時の事故

が圧倒的に男性に多いこととも関係する。一方、

筋骨格系の老化の場合、骨折や機能低下などの

イベントが起きても死亡には至らない。このこ

とが女性において男性よりも明らかに不健康寿

命が長いことを意味している。　このことはま

た、介護保険サービス利用状況からも明らかで

ある。すなわち、要支援あるいは要介護の１・

２といった軽度のサービスを受けている人には

圧倒的に後期高齢者の女性が多い。一方、男性

では比較的軽度のものは少なく、たとえ前期高

齢者であっても脳卒中により最初から要介護２、

３といった重いサービスから受給を開始してい

く例が少なくない。

　従って不慮の事故予防対策を含め、現在の日本の高齢

者の健康水準がどう変動し、今後どのような方向に向か

うのかを考えるときには、性（男と女）と年齢階級（前

期と後期）の４区分で考察することが、今後ますます重

要となるであろう。

●総死亡曲線からみた疾病対策

　いずれにせよ今日のわが国のように、より健康度の高

い高齢者が出現してくるときに、疾病予防と介護予防、

さらには不慮の事故予防というという高齢者の健康に関

する３大戦略を考えることが重要な社会となっている。

　生存数の推移グラフでみたように、直線的な死であっ

たものが矩形化して直角型の死に変わっているなかで、

いったい病気や介護あるいは事故の予防はどういう意味

をもつのかを論理的に明確にしておく必要がある。

　生物には必ず死が訪れるが、死について対数曲線をと

ると加齢とともに総死亡率が直線的に上がる（ゴンペル

ツ（Gompertz）曲線　図２）。　一方疾病の死亡率に着目

すると、ゴンペルツ曲線とまったく同じように平行に上

がっていく場合（「並行型」）、途中まで上がっていってあ

るところで変曲点を示し乖離する場合（「乖離型」）、ある

いはまったくゴンペルツ曲線と無関係なまま平行に推移

し高齢期から急速に上昇する場合（「急増型」）、などに類

型化できる。生活習慣病についてみると、まったく予防

をしなかった場合の各疾患の死亡率パターンはすべて

「乖離型」のパターンとなることになる。一方、すべての

生活習慣描が完全に予防されるとゴンペルツ曲線は同じ

ように直線化して「並行型」となってくる。最近のわが

0 50 1000 50 100

図２
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国では死亡曲線でみる限り、すでに生活習慣病対策は飽

和しているということが明らかとなっている。　この50

年の間に日本では営々と生活習慣病に対する地道な予防

対策の取り組みによって、また医療技術の著しい発展に

よって、死亡を減らしてきたのである。

● 「急増型」死亡率と不慮の事故

　わが国はほぼ半世紀にわたる疾病予防、特に生活習慣

病予防の取り組み、あるいはここ10年来の介護保険法下

における介護予防の取り組みによって、疾病予防あるい

は介護予防は着実に国民に根を下ろし、成果も現れてい

る。　しかし問題となるのは死亡率「急増型」の対策が遅

れていることである。この死亡率の高齢期における急増

型は高齢社会に特有の死亡率パターンであり、含まれる

のは死亡率第４位となっている肺炎、特に高齢者に頻発

する誤飲性・誤嚥性肺炎、そして不慮の事故なのである。

不慮の事故の中でも高齢者の３大主要死因として「転倒・

転落」、「溺死・溺水」、そして誤飲・誤嚥の究極である

「窒息」があげられ、いずれも予防対策の強化により予防

が可能な死因である。これらの高齢者の不慮の事故には

「老年症候群」が深く関与している。

　先述のように今日の高齢社会では第３の死亡率パター

ンである「老年症候群」をいかにして予防するかという

ことが重要となっている。老年症候群の代表的な症候で

ある転倒はもっとも重要かつ効果的な対象である。転倒

は（骨粗鬆症と連動して）容易に大腿骨頸部骨折などの

外傷をもたらすだけでなく、たとえ外傷はなくとも転倒

自体が高齢者に恐怖心を植え付け、その後の生活空間の

狭小化やＱＯＬを低下させて「転倒後症候群」を引き起こ

す。後期高齢者で独居高齢者や高齢世帯では低

栄養も問題となる。と同時に栄養だけでなく、

誤飲性、誤嚥性の肺炎あるいはその究極の現象

である「窒息」の直接の原因となる口腔機能と

いうのも大変重要である。誤嚥性肺炎あるいは

窒息は物を噛む機能、物を飲み込む喉頭、咽頭

の機能の低下によってもたらされるものであり、

歯科医や歯科衛生士などの適切な機能回復指導

により十分予防が可能である。また、転倒に関

連するものとして、足の変形による歩行の困難

性も多発するものである。女性で70歳を過ぎる

と、かなりの頻度で「土踏まず」を構成する足

の（骨格）アーチが低下し、扁平足そして開張

足になりやすい。その結果として外反母趾・内

反小趾が発生し歩行時に足が痛む状態となる。

　このような老年症候群の特徴は以下のように

まとめられる。①明確な疾病ではない（｢年のせい｣とさ

れる）、②症状が致命的ではない（｢生活上の不具合｣とさ

れる）、③日常生活への障害が初期には小さい（本人にも

自覚がない）ということになる。

　しかし多くの老年症候群、特にそれらの初期には自分

の努力である程度予防していくことが可能である。特に

最近では、これらの老年症候群の多くの症候に対して科

学的に最も推奨される手法である無作為割付比較介入試

験（Randomized Controlled Trial :ＲＣＴ)によって、個々

の症候に対する介入プログラムが有効であるか否かが確

認されている。これらのRCTは論文化され厳しいレビュー

のあるジャーナルに報告されている。数ある老年症候群

の中で、不慮の事故とも関連する事項として、転倒予防、

低栄養・口腔機能低下予防、尿失禁予防、足の変形によ

る歩行障害の予防、軽度うつに対する予防、などはいず

れもＲＣＴを経て適切な介入が有効であることを示して

いる。

　老年症候群の早期発見と早期対策は高齢者において疾

病予防以上に重要な意義、すなわち、介護予防あるいは

事故予防の視点から重要性が増している。具体的に推奨

される方法は検診の仕組みを活用することである。わが

国は結核に対する早期発見と早期治療を目的として検診

の仕組みを発達させ、生活習慣病対策として応用を図り

現在に至っている。　わが国のこの検診システムは他の

国に例を見ないほどに国民に広く受け入れられ、世界一

の長寿大国に押し上げてきた大きな原動力であった。今

後は高齢者の生活機能や老年症候群に焦点を当てた介護

予防や自己予防に焦点を当てた検診によって、何らかの

危険性を持つ高齢者、すなわちハイリスク高齢者を抽出

し、ＲＣＴによって科学的に有効性の確認された介入プロ

Baseline Survey
(June 2000)

8-month after
intervention
(A 2001)

20-month after
intervention
(A 2002)

Subsequent  change  of  falling  rate  during 8-and 20-month period between  control  
and intervened  groups.

(Aug. 2001) (Aug. 2002)

g p
(*: p<0.05, (a) χ2=4.125, (b) χ2=4.695)

(Suzuki T et al. JBMM, 22, 602-611, 2004)

図３
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グラムを提供することに予防対策がシームレスに行われ

てゆくことになる。

●科学的根拠に基づく事故予防戦略

　実際にこれらの介入プログラムを実施した結果、具体

的なデータとしてどのような変化がみられるか紹介しょ

う。

　図３は転倒予防教室のＲＣＴの結果である。対象となる

（もっとも転倒リスクの高い集団である）後期高齢女性を

無作為に２群に分け、一群には下肢の筋力の向上やバラ

ンス能力の向上、さらには歩行能力の向上を目的とした

６ヶ月間の運動介入を実施し、もう一群は対照群として

これまでと同じ生活を続けてもらう。後期高齢

女性では一般に１年間に20-30％の転倒率が報

告されているが、対照群では観察期間中の累積

転倒率が50％を超えるのに対し、介入群では店

頭率がまったく増加せず、1.5年後には有意な差

が出現することが確認されている。

　さらにこういった高齢者の生活機能に着目し

た健診を積極的に受診した群と未受診群との間

には受診行動を調整しても尚その後の追跡調査

によって死亡率に大きな差のあることが確認さ

れているのである（図４）。勿論この未受診群の

高い死亡率の中には「急増型」パターンをとる

不慮の事故も含まれているのとは容易に推定さ

れる。

　介護保険によって保障される虚弱高齢者や障

害を持つ高齢者への支援や介護はいわば最後の

社会的セーフティネットであり、わが国のような（超）

高齢社会にあっては最後まで安心して暮らせるためにも

必要不可欠な仕組みである。しかし、高齢期（特に後期

高齢期）にあっても虚弱化や障害をいかに先送りするか、

予測される不慮の事故にどう予防対策を確立して行くか、

それは最後まで自立した生活をいかにして営んでゆくか、

そのためには自分自身が老年症候群などの危険な老化を

いかに早く気付くか、そしていかに早くその対応策を適

切に受け入れるかが極めて重要である。それは何も特別

なあるいは実行の困難な課題を求めているわけではない

が、しかし不断の自助努力が必要であることはいうまで

もない。これが疾病予防にも共通する介護予防と事故予

防の本質でもある。
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Figure 1. Unadjusted Kaplan-Meier survival curves exploring the association between the status of participation in the 
h i h lth i ti d ll t lit d i th f ll i d Th t lit i kcomprehensive health examination and all-cause mortality during a three-year follow-up period. The mortality risk was 

significantly lower for participants than for non-participants (Log-rank test: P<.001). 
(Iwasa H, Suzuki T et al: Aging Clin Exp Res 19, 240-245, 2007)

図４
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小学生の防犯に関する市販書籍における

犯罪被害防止対策の内容に関する検討

The analysis of the measures for crime prevention proposed by the commercial books
 for the safeguard of elementary school students against crimes

要約

世界保健機関（ＷＨＯ）はセーフコミュニティ活動（ＳＣ活動）とセーフティプロモーション活動（ＳＰ活動）において取組むべき課題とし

て「子どもの安全」および「暴力からの被害防止」を含めたいくつか複数の課題を提起している。その意味から，「子どもの犯罪被害防

止」への取組みは，ＳＣ活動とＳＰ活動において活動課題の一つとして位置づけられるべきであると言える。本研究は，2000年から2009年

に出版された小学生の防犯に関する市販書籍のうち一定の条件を満たした33の書籍に記載されている小学生の防犯に関する内容を全て抽

出し，そこに小学生の防犯対策における一定のコンセンサスが見出し得るかを明らかにすることを目的としたものである。結果として，

33書籍の全てに記載されていた事項は「危険を感じたら大声を出す」という１項目のみであり，また，33書籍のうち90％以上の書籍で記

載されていた事項は６項目，80％以上の書籍で記載されていた事項も16項目に留まっており，結論として一般の市販書籍のレベルでは小

学生の防犯対策に関するコンセンサスの形成は不十分であることが示された。一方で，記載のある書籍数が多かった上位63項目に含まれ

る事項はいずれも小学生の犯罪被害防止のために重要と考えられる事項であった。また，33書籍中の記載率は低かったが小学生の犯罪被

害防止のために重要と思われる事項も多く認められた。今後，本研究の結果等を基に，小学生の防犯対策に関するコンセンサスの形成が

促進されることが望まれる。

キーワード：小学生，防犯，犯罪被害防止，防犯教育，防犯関係書籍

Abstract

World Health Organization (WHO) has presented the issues for the measures of safe communities and the activities for safety promotion, 

including "safety of children" and "prevention of harms from violence". In this meaning, the measures for the safeguard of children from 

crimes should be situated as one of the important issues in the activity of safety promotion. So far, however, it has not been clarified what 

matters are generally proposed for the prevention of child's harms by crimes. The aim of this study is to examine the contents in 33 

commercial books published during the last decade （from 2000 to 2009) in Japan concerning the measures for the safeguard of elementary 

school students against crimes. As a result, it turned out that only one item "Cry out with a large voice when you feel danger!" was 

commonly described in all the books. The items written in more than 90% of these 33 books remained only 6 matters, and only 16 matters 

were found in more than 80% of these books, indicating the lack of sufficient consensus concerning the matters which should be taught for 

elementary school students to prevent criminal victims. On the other hand, a variety of vital measures were found in the contents of these 

books, especially in the top 63 items with higher rate of description among the 33 books. Moreover, not a few items were recognized to be 

essential to keep elementary school students away from crime victims, while these items were not accompanied with high rate of description 

in these books. Through the examination of the contents of the 33 books for crime prevention, these findings indicate the necessity of the 

formation of the consensus in the safety education against crimes toward elementary school students. The findings of this study will 

contribute to the process of the generation of the consensus.

Key Words：elementary school student, crime prevention, prevention of crime victim, 

education for crime prevention, book for crime prevention

◆原著◆

刈間 理介1)，8），越智 啓太2），8），村上 元良3），8），西岡 伸紀4），8），武藤 孝司5），8)，

   衞藤 隆6)，8)，藤田 大輔7)，8)

１）東京大学 環境安全研究センター
２）法政大学大学院 人文学研究科
３）京都府綾部市立中筋小学校
４）兵庫教育大学大学院 学校教育研究科
５）獨協医科大学　医学部
６）日本子ども家庭総合研究所 
７）大阪教育大学 学校危機メンタルサポートセンター
８）科学技術振興機構 社会技術研究開発センター（RISTEX）



日本セーフティプロモーション学会誌　Vol.4　No.1　　201118

小学生の防犯に関する市販書籍における犯罪被害防止対策の内容に関する検討

１．はじめに

　世界保健機関（ＷＨＯ）が示しているセーフコミュニ

ティ活動（ＳＣ活動）とセーフティプロモーション活動

（ＳＰ活動）において対象とすべき事項については，ス

ウェーデンのカロリンスカ研究所のCommunity Safety 

Promotion WHO協働センターが提示したセーフコミュ

ニティ認証基準の中で，代表的な対象例として「① 交通

安全」，「② 家庭における安全」，「③ 職業に関わる安全」，

「④ スポーツに関する安全」，「⑤ 学校における安全」，

「⑥ 公共の場における安全」，「⑦ 子どもの安全」，「⑧ 

高齢者の安全」，「⑨ 犯罪・暴力からの安全」および「⑩ 

自殺の防止」の10事項が具体的に明記されている1)。セー

フコミュニティ認証基準では，セーフコミュニティの認

証を受けようとする自治体・地区の事情に応じて少なく

とも６項目について対策グループを設けＳＰ活動に取り

組むことを求めている。ここで注目すべきは，上記10項

目に「⑦子どもの安全」と「⑨ 犯罪・暴力からの安全」

が記されている事である。この二つの事項から，「子ども

の犯罪被害防止」はＳＣ活動およびＳＰ活動において取組

むべき課題の一つとして位置づけられると考える。

　ＷＨＯが唱える「安全」の定義については，1998年に

ＷＨＯがスウェーデンのカロリンスカ研究所およびカナ

ダのケベックのCommunity Safety Promotion WHO協働

センターと共同で発表した報告書「Safety and Safety 

Promotion: Conceptual and Operational Aspects」の中で，

「安全とは個人や社会の健康と幸福を守るために身体的,

心理的,物的な危険や損害をもたらす要因が制御

（control）された状態であり，安全は個人や社会の目標を

実現するために必要とされる日常生活において最も重要

な源である」

と明記されている2)。ＳＣ活動およびＳＰ活動は基本的に身

体的な外傷防止に重点を置いたものではあるが，ＷＨＯ

の「安全」の定義に基づけば、ＳＣ活動およびＳＰ活動で

は身体的な危険・損害の防止だけではなく，心理的・物

的な危険・損害をもたらす要因の統制（control）も目指

すべきであると解釈できる。子どもの犯罪被害は必ずし

も身体の外傷をもたらさなくても，他人に対する恐怖心・

不信感などの心理的危害をもたらすことが少なくない。

その意味からも，「子どもの犯罪被害の防止」はＳＣ活動

およびＳＰ活動において重要な課題の一つであると言え

る。

　子どもを対象とした防犯教育の充実は，子どもの犯罪

被害防止のための重要な対策の一つである。しかしなが

ら，子どもが犯罪被害に遭わないために，子どもにどの

ような知識や行動を教えればよいのかという課題につい

て，現段階で十分に共通認識が形成されているかどうか

という点については不明である。2004年に警視庁少年育

成と東京都教育庁指導企画課が考案した防犯標語「いか

のおすし」3) は，現在，日本の子どもに対する防犯教育

において広く普及した標語である。しかし，「いかのおす

し」が示す「知らない人にはついていかない」，「他人の

車に乗らない」，「何かあったら大きな声を出す」，「何か

あったらすぐに逃げる」，「何かあったら大人に知らせる」

という５つの事項を子どもがしっかりと実践できさえす

れば，子どもの犯罪被害の防止に十分であるのかという

点については疑問が持たれる。　

　本研究では，以上の問題意識に基づき，2000年から2009

年の10年間に日本国内で出版された小学生の防犯に関す

る市販書籍のうちから具体的な防犯対策が記述されてい

る書籍を対象に，そこに記されている小学生の犯罪被害

防止に関する記述を抽出し，現在の小学生の防犯に関し

て市販書籍で述べられている事項を明らかにし，子ども

の防犯のために重要と考えられている事項の内容と小学

生の防犯教育において教えるべき事項について一定の共

通認識（コンセンサス）が形成されているかどうかを検

証することを目的とした。

２．方法

１）子どもの犯罪被害と防犯に関する市販書籍の抽出

　小学生以下の子どもの犯罪被害と防犯に関する書籍の

年別出版数の動向を観るために，国立国会図書館NDL-

OPAC書誌拡張検索とAmazon社ホームページ（Amazon 

co.jp）の和書検索を用い，第１キーワードに「子ども」・

「子ども」・「児童」・「小学生」・「少年」・「少女」・「親」・

「親子」・「学校」・「小学校」の10通りの用語を，第２キー

ワードに「防犯」・「犯罪」・「危険」・「安全」・「被害」の

５通りの用語を用い，第１キーワードと第２キーワード

の組み合せによる合計50通りの書籍の検索を2000年から

2009年の10年間の出版書籍について行い，小学生の防犯

対策について記載された市販書籍を検索した。なお，定

期刊行雑誌類と一般に市販化されていない地方自治体の

教育委員会・行政機関等による出版物等は対象から除外

した。さらに，検索された書籍のうち，「非行」・「家庭内

暴力と虐待」・「学校内での安全（侵入者対策等）」・「いじ

め」・「不登校」などの問題に内容が特化している書籍も

対象から除いた。

　本研究では，上記の書籍検索で検索された市販書籍の

うち表１に示した条件を満たす書籍を全て検討の対象と

した。表１に示した条件うち，「小学生の防犯対策につい

て40ページ以上の記載がある書籍」と限定した理由は，
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40ページ未満の書籍には幼児から小学生の低学年までを

対象とした絵本が複数あり，具体的な防犯対策に関する

記載内容が極めて限られた書籍が含まれてしまい，書籍

間の内容を比較検討するうえで支障をきたすためである。

また，海外で出版された書籍を翻訳した市販書籍を対象

検討から除外した理由は，国により治安状況や子育ての

慣習等にも違いがあり，書籍の内容を比較検討するうえ

で，海外に特異的な事項が入る可能性が否定できないた

めである。さらに，「インターネットや携帯電話の使用で

の犯罪被害防止」等の特定の課題に内容が限られている

書籍についても，記載内容が偏り，書籍間の内容を比較

検討するうえで支障をきたすため，検討の対象から除外

した。なお，同じ書名のもとシリーズで出版されている

書籍（「第１巻」～「第４巻」など）は全体で１冊とし，

シリーズの最初の書籍の出版年を書籍全体の出版年とし

た。

２）近年の子どもの防犯に関する市販書籍の防犯対策の

内容の検討

　表１の条件を満たした検討対象書籍について，書籍中

に記載された小学生の防犯や犯罪被害に関する記述を全

て抽出し，表２に示した21のカテゴリー別にその記載内

容を分類し，記載内容を項目別にまとめた。なお，同じ

防犯対策について反対の表現がされている場合（例１：

「街灯の無い暗い道は危険」と「街灯のある明るい道は安

全」，例２：「防犯ブザーはカバンの中などに入れて歩く

とすぐに使えないのでいけない」と「防犯ブザーはすぐ

に使える場所に身につけて歩く」など）については，「安

全」という記載と「危険」という記載（例１の様な場合）

については同じ内容ならば全て「危険」という項目にま

とめた。また「○○をしてはいけない」という記載と

「△△をする」という記載（例２の様な場合）については，

同じ内容ならば全て「△△をする」という項目にまとめ

た。以上の作業により，検討対象書籍の記載項目をまと

め，表２の22のカテゴリー別にそれぞれ防犯対策に関わ

る項目の数と，その項目について記載のある書籍数を集

計した。

　次に，表２の全てのカテゴリーを通して，記載のある

書籍数の多い順に防犯対策に関わる項目を並べ，どの様

な内容の項目が多くの書籍で記載されているのかを調べ

た。また，記載のある書籍数の多い事項について，記載

の有無に書籍による偏りがないかを確認するために，記

載書籍数が多かった上位20項目について，それぞれ事項

の各書籍での記載の有無を調べ，記載の無い度数につい

て書籍間の記載率の統計的有意差をX2 検定により調べ
た。さらに検討対象とした33書籍において上位20項目の

各項目の記載がある場合を１点，記載がない場合を０点

と得点配分し，統計ソフトSPSS17.0Jを用い一元配置分

散分析を行い，等分散が仮定されていない場合の

Tamhane のT2検定およびGames-Howellの検定により検

討対象書籍の間の記載率の統計的有意差の有無を検証し

た。

表１　小学生の防犯対策の内容について検討対象とした
書籍の条件

１．2000年から2009年の間に出版された書籍を検討
対象とする

２．小学生の防犯対策について具体的な記載がある
書籍を検討対象とする

３．小学生の防犯対策について40ページ以上の記載
がある書籍を検討対象とする

４．海外で出版された著書を翻訳した書籍は検討対
象から除外する

５．小学生の防犯対策のうち特定の問題（インター
ンネット使用での防犯対策など）のみについて
記載された書籍は検討対象から除外する

６．小学生が被害に遭った特定の犯罪事件について
のみ記載された書籍は検討対象から除外する

表２　小学生の防犯対策に関するカテゴリー

１．通学路・道での安全確保と歩き方
　　（防犯ブザー等の防犯用品の携帯も含む）

２．屋外の危険な道・場所　（公園を除く）

３．不審者・危険な人について

４．声かけ・誘い等とその対応

５．自動車に関する防犯

６．公園での防犯

７．デパート・ショッピングモールや繁華街での防犯

８．外で遊ぶ時や外出時の防犯

９．マンション・集合住宅での防犯

10．一戸建ての家の防犯

11．留守番での防犯

12．エレベーター利用における防犯

13．インターネット・携帯電話利用における防犯

14．電車・バス・駅での防犯

15．地域の防犯対策

16．学校における防犯対策防犯教育等

17．学校・家庭での防犯教育
　　（安全マップ等の作成も含む）

18. 家庭でのしつけ・ルールと親子関係

19．金銭・物品に関する防犯

20．犯罪遭遇時の対応

21．子供が犯罪に遭った時の対応

22. その他
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　また，どの様な場所が犯罪に遭う危険がある場所と記

載されているかを観るために，家の外で犯罪に遭う危険

のある場所に関する記載の内容と記載のある書籍数を集

計した。さらに，犯罪企図者からの「声かけ」のパター

ンの内容と「声かけ」に対する対応について記載してい

る書籍数を集計した。　

３．結果

１）小学生の防犯対策に関する検討対象書籍と防犯対策

等の記載数

　国立国会図書館NDL-OPAC書誌拡張検索とAmazon社

ホームページの和書検索により前述のキーワード検索を

行った結果，2000年から2009年の10年間に181書籍が検索

された。そのうち，表１に示した条件を満たす書籍は全

部で33書籍であった（表３）。この33書籍の出版年は，2006

年に出版された書籍が13書籍と全体の39.3％を占めてい

た。ついで2007年に出版された書籍が６書籍，2005年に

出版された書籍が５書籍であり，2005年から2007年の３

年間に出版された書籍が合計24書籍と検討対象33書籍の

72.7％を占めていた。

　検討対象とした33書籍に記載されていた小学生の防犯

対策に関する具体的な事項の記載数は，最も多く記載が

あった書籍（書籍番号25）で307項目，最も記載が少なかっ

た書籍（書籍番号１）で66項目であり，33書籍の記載項

目数は平均190.6±54.7項目であった。

２）小学生の防犯に関する各カテゴリーの防犯対策等の

項目数

　検討対象とした33書籍に記載された小学生の防犯対策

に関する記載は総計6761記載あり，同じ内容の記載を一

つの項目としてまとめると防犯対策に関わる項目の総数

は1824項目であった。表２の各カテゴリー別に小学生の

防犯に関わる項目数と全体に占める割合を図１に示した。

なお，「その他」のカテゴリーには「小学生の犯罪被害の

発生状況」，「塾に関連した事項」，「プールや遊園地での

防犯」，「犯罪企図者から狙われやすい子どものタイプ」，

「自転車に関する防犯」などが含まれている。

　カテゴリー別の防犯に関わる項目数は「通学路・道で

の安全確保と歩き方」（156項目，8.6％），「声かけとその

対応」（148項目，8.1％），「留守番での防犯」（139項目，

7.6％），「不審者・危険な人」（136項目，7.5％），「屋外

での危険な道・場所（公園を除く）」（131項目，7.2％），

「学校・家庭での防犯教育」（119項目，6.5％），「犯罪遭

遇時の対応」（102項目，5.6％）の順に多かった（図１）。

３）検討対象書籍で記載数が多かった項目

　全てのカテゴリーを通して，検討対象33書籍のうち小

表３ 検討対象とした小学生の防犯対策に関する書籍 
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学生の防犯対策に関わる事項で記載書籍数が多かった上

位63位までの項目を表４に示した。全ての項目のうち最

も記載数が多かったのは「危険を感じたら大声を出す」

で33書籍全てに記載されていた。しかし，33書籍の全て

において記載を認めた項目はこの１項目のみであり，

90％以上の書籍（30書籍以上）で記載されていたのは

「人気がなく人目につき難い場所は犯罪に遭う危険があ

るので気をつける」と「夜の道は犯罪に遭う危険性が高

いため気をつける」（32書籍），「犯罪に遭いそうになった

ら防犯ブザーを鳴らす」（31書籍），「通学路や遊びに外出

する地域の安全マップを作成する」と「路上に駐停車し

ている自動車に気をつける」（30書籍）で，１番目の「危

険を感じたら大声を出す」を加えても６項目のみであっ

た。さらに80％以上の書籍（27書籍以上）で記載がある

項目についても，該当するのは表５に示した項目のうち

の上位16項目のみであった。

　この様に検討対象とした33書籍の大多数に共通して記

載されている項目が限られていた理由として特定の書籍

に偏って記載が無い可能性が考えられたため，記載書籍

数が多かった上位20位までの項目（20位目の項目が同数

で４項目あったため実際には上位23項目）について各書

籍での記載の有無を検討し，その結果を表５に示した。

結果として，上位23項目の全てが記載されていたのは書

籍番号18のみであり，１項目のみ記載がなかったのは書

籍番号22，書籍番号25の２書籍のみであった。逆に最も

上位23項目について記載が少なかったのは書籍番号１，

書籍番号24，書籍番号26で上位23項目中７項目が記載さ

れていなかった。しかし，表５が示すように，上位23項

目のいずれかが記載されていない書籍はほぼ全体に分散

して認められ，上位23項目に関する33書籍の記載のない

項目数は平均3.48±1.80項目であった。X2 検定では上位
23項目すべてが記載されている書籍と上最も記載数が少

なかった書籍の間のX2 値は0.515であり，記載率につい
て危険率５％未満での統計的有意差は認めなかった。さ

らに，上位20項目の各項目の記載がある場合を１点，記

載がない場合を０点と得点配分し検討対象とした33書籍

間の記載率の差について分散分析を行った結果，等分散

が仮定されていない場合のTamhane のT2検定および

Games-Howellの検定では33書籍のいずれの間にも上位

23項目の記載率に統計的有意差は認めなかった。以上の

検討から，検討対象33書籍の大多数に共通して記載され

ている項目の数が限られていた理由は，特定の書籍に

偏って記載がないことが影響したからではないと判断さ

れた。

４）犯罪に遭う危険があるとされている場所について

　検討対象33書籍のうち28書籍（84.8％）で「どの様な

場所が犯罪に遭う危険がある場所か知っておく」と記載

されていた。そこで，検討対象とした33書籍において家

の外のどの様な場所が犯罪に遭う危険があるとされてい

るかという点について検討した。

　検討対象とした33書籍の記載を合わせると，犯罪に遭

う危険のある場所として161の場所が指摘されていた。図

２に５書籍以上で記載されてい

た家の外で犯罪に遭う危険のあ

る場所43項目とその記載書籍数

を示した。表４に示した上位63

項目の中にある「人気がなく人

目につき難い場所」32書籍

（97.0％），「夜 の 道」30書 籍

（90.9％），「人目の届かない駐車

場」26書籍（78.8％），「公園の

中の茂みなどで見通しの悪い場

所」および「公園などの公衆ト

イレ」が24書籍（72.7％），「暗

い道」および「人気の無い家や

廃屋」が21書籍（62.5％），「落

書きやゴミが多い場所」・「歩道

やガードレールが無い道」およ

び「繁華街などの人ごみのある

場所」が20書籍（60.6％），「高

い塀や生け垣などが並び死角の

多い場所」および「周囲から見

(156 8.6%)

(131 7.2%)

(136 7.5%)

(148 8.1%)

(60 3.3% )

(49 2.7%)

(58 3.2% )

(49 2.7% )

(68 3.7% )

(139 7,6% )

(42 2.3%)

(76 4.1%)

(60 3.3% )

(91 5.0% )

(51 2.8%)

(119 6.5% )

(102 5.6% )

(64 3.5%)

(103 5.6% )

(47 2.6% )

(29 1.6%)

(46 2.5% )

図１　検討対象33書籍に記載されたカテゴリー別の
小学生の防犯対策に関する項目数
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表４　検討対象33書籍で小学生の防犯対策に関して記載が多かった上位63 項目

 

表５　小学生の防犯対策に関して記載が多かった上位23 項目の各書籍における記載の有無
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図２　検討対象33書籍でのうち５書籍以上で記載された犯罪に遭う危険のある場所と記載書籍数

0                5         10                  15            20                  25          30    33

図３　検討対象33書籍でのうち３書籍以上で記載された
「声かけ」のパターンと記載書籍数
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通しの悪い公園」が19書籍（57.6％）で犯罪に遭う危険

のある場所として記載されていた。その他，検討対象書

籍の40％以上の書籍（14書籍以上）で記載があった家の

外で犯罪に遭う危険のある場所としては，「人目のつかな

い駐輪場」と「路上駐車の多い道」が18書籍（54.5％），

「誰でも入りやすい場所」が17書籍（51.5％），「夜に街灯

がなく暗い道」が16書籍（48.5％），「人気のない寺社」・

「デパート・ショッピングモールの屋上」および「ゲーム

センター」が15書籍（45.5％）に記載されていた。

　一方，家の外で犯罪に遭う危険のある場所として記載

されていた161項目のうち65項目（40.4％）が１書籍のみ

での記載に，29項目（18.0％）が２書籍のみでの記載に

留まっており，検討対象33書籍のうち１書籍または２書

籍のみで記載されている項目が犯罪に遭う危険があると

指摘されている場所全体の58.4％を占めていた。

５）犯罪企図者の「声かけ」パターンと「声かけ」への

対応について

　図１に示した小学生の防犯対策に関わる事項のカテゴ

リー別項目数では「声かけとその対応」に関する項目が

２番目に多かった。そこで，具体的に検討対象とした33

書籍の中で，どの様な「声かけ」のパターンが指摘され，さ

らに「声かけ」に対してとるべき対応がいかに記載され

ているのかを調べた。

　犯罪企図者の「声かけ」のパターンについては，検討

対象33書籍の全てで記載があり，全体で総数86項目の「声

かけ」のパターンが記されていた。犯罪企図者の「声か

け」のパターンについて86項目のうち３書籍以上に記載

があった28項目とその記載書籍数を図３に示した。犯罪

企図者の「声かけ」のパターンとして記載が多かったの

は，「○○までの道が判らないから教えてくれる？」が29

書籍（87.9％），「お家の人がケガ（病気）で病院に運ば

れたから，一緒に病院に行こう」が27書籍（81.3％）で，

これらの項目は表４に示した上位63項目の中に含まれて

いた。しかしそれ以外では，「○○あげるから一緒に行こ

う」は18書籍（54.5％）に認めたが，「ペットがいなく

なったから一緒に探してくれない？」（14書籍：42.4％），

「車で○○まで送ってあげるよ」と「面白いゲームがある

から遊びにおいで」（13書籍：39.4％），「○○買ってあげ

るから一緒に行こう」（12書籍：36.7％），「お家の人に頼

まれたから一緒に行こう」（10書籍：30.3％）などの「声

かけ」パターンについては検討対象33書籍のうち50％未

満の書籍での記載に留まっていた。

　一方，「声かけ」に対する対応については，検討対象と

した33書籍で68項目が記されていた。そのうち３書籍以

上に記載があった30項目とその記載書籍数を図４に示し

た。「声かけ」に対する対応としては，表４の上位63項目

の中にある「車に乗るように誘われても絶対に乗らない」

と「車に乗った人から声をかけられても車に近寄らない」

が27書籍（81.8％），「何を言われても，知らない人には

ついていかない」および「面白そうな話や子どもが喜ぶ

物などで誘ってくる人にはついていかない」が25書籍

（75.8％），「『家族が病気やケガで病院に運ばれたから一

0                5                     10                    15                  20                   25                 30   33

図４　検討対象33書籍でのうち３書籍以上で記載された「声かけ」に対する対応と記載書籍数
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緒に行こう』と言われても，必ず家族に確認を取る」が

22書籍（66.7％），「何を言われても，嫌なことははっき

り断る」および「よく知らない人から物をもらわない」

が19書籍（57.6％）の順に記載書籍数が多かった。それ

以外では，「車に乗った人から声をかけられたら無視をし

て急いで離れる」と「知らない人から話しかけられても

返事をしない」が16書籍（46.9％），「知らない人に家族

に頼まれたと言われても，必ずまず家族に確認をとる」

と「知らない人に話しかけられたら，無視をしてその場

から急いで離れる」が13書籍（39.4％）の順であった。

　知らない人から声をかけられた時の対応としては，「無

視をする」や「返事をしない」と記載してある書籍があ

る一方で，「大人に聞くように答える」が８書籍（24.2％），

「道を教えても案内はしない」が５書籍（15.2％）など，

注意しながら一定の対応をするように記載している書籍

もあり，声をかけられた時の対応に関する見解が書籍に

より異なっていた。

　なお，「自分の名前を知っている人でもよく知らない人

には注意する」などの事項は，子どもの防犯において極

めて重要な事項だと考えられるが，この事項を記載した

書籍は８書籍（25.0％）のみに留まっていた。

 

４．考察

　ＷＨＯがスウェーデンのカロリンスカ研究所およびカ

ナダのケベックのCommunity Safety Promotion ＷＨＯ協

働センターと協働して推進しているＳＣ活動およびＳＰ活

動は，基本的に外傷の防止に主眼が置かれており，高齢

者の外傷防止や子どもの学校や遊戯中の外傷防止，交通

事故の防止などはその活動の対象として受け入れやすい

課題であると思われる。一方で，犯罪被害の防止につい

ては，社会的な様々な要因が関与しており，また犯罪被

害が必ずしも身体的な外傷を伴わないことも少なくない

ため，ＳＣ活動およびＳＰ活動の中で犯罪被害の防止を活

動の中心的課題として位置づけるのは難しいことも思料

される。しかし，本論文の冒頭で述べた通り，カロリン

スカ研究所のCommunity Safety Promotion ＷＨＯ協働セ

ンターが提示したセーフコミュニティ認証基準1) では９

つの取組むべき具体的な課題の例の中に「子どもの安全」

と「暴力による外傷防止」が明記されており，その意味

から「子どもの犯罪被害の防止」はＳＣ活動およびＳＰ活

動において看過できない課題であると考える。また，Ｗ

ＨＯが示した安全の定義2) では，「安全とは身体的，心理

的，物的な危険や損害をもたらす要因が制御（control）

された状態である」と述べられており，その観点からも

ＳＣ活動およびＳＰ活動は身体的な安全のみならず，心理

的・物的な安全についても視点を拡げるべきである。高

表６　小学生の防犯のために重要と考えられるその他の事項
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齢者の転倒外傷や子どもの遊戯中の事故，交通事故など

に比べ，子どもの犯罪被害は発生頻度は低く，身体的外

傷も軽症で済む場合も少なくないが，一度犯罪被害が発

生してしまえば被害者には心理的に大きなトラウマを与

える。また，誘拐などの重大犯罪が発生した場合には，

社会的不安，特に同年代の子どもがいる家庭には大きな

不安を与えることになる。したがって，ＳＣ活動およびＳ

Ｐ活動においても「子どもの犯罪被害の防止」について

可能な取組みを行うべきであると考える。さらに，一般

市民の視点に立てば，「セーフコミュニティ（安全なコ

ミュニティ）」とは，一般的な外傷の発生が十分に予防さ

れているだけでなく，治安が保たれ安心して子育てがで

きる地域社会であると考えるのが自然な発想だと思われ

る。

　日本における犯罪発生の動向と現状については，2000

年代前半以降，体感治安の悪化が指摘されて久しい42,43)。

内閣府が2006年に実施した「治安に関する世論調査」に

おいて，「ここ10年間で日本の治安はよくなったと思うか，

それとも悪くなったと思うか」と言う質問に対して「悪

くなったと思う」とする回答者の割合が84.3％（「どちら

かといえば悪くなったと思う」46.6％，「悪くなったと思

う」37.7％）を占めていた43) 。実際には，警察庁が公表

した犯罪統計に基づくと，1999年以降の過去10年間にお

ける12歳以下の子どもの犯罪被害は，被害件数が1999年

の年間31,835件に対し，2001年には年間39,934件と1.25

倍に増加し過去10年間の最高値を認め，その後も2004年

までの３年間は毎年37,000件以上と高い被害の発生が持

続した44)。しかし，2004年までをピークに，13歳未満の

子どもの犯罪被害は2005年以降には減少傾向に転じ，

2009年の12歳以下の子どもの犯罪被害件数は年間33.480

件（うち６歳～12歳の被害は33,128件）にまで減少して

きている44,45)。一方，子どもの殺人被害と略取・誘拐被

害という重大被害については，1999年には13歳未満の子

どもの殺人被害は87件，略取・誘拐被害は100件であった

のに対し，2004年には子どもの殺人被害が111件，略取・

誘拐被害は141件といずれも過去10年間で最も高い被害

の発生を認め，2005年以降は，略取・誘拐被害は年々減

少傾向を示し，2008年には63件にまで減少したのに対し，

殺人被害は2004年以降も高い被害の発生が持続し，2009

年には140件（うち６歳～12歳の被害は96件）と過去10年

間で最高の発生を認めている44,45)。

　警察庁が公表した最新の統計である「平成21年の犯罪

情勢」によれば，2009年の１年間の13歳未満の子どもが

被害者となった性犯罪では，強制わいせつ被害は936件

（2003年は2,087件），強姦被害は53件（同93件），わいせ

つ目的略取誘拐被害は25件（同56件）を認めている46)。

この被害発生件数は，１日に約３人の子どもが強制わい

せつの被害に遭い，１週間に１人の子どもが強姦被害に

遭い，かつ２週間に１人の子どもがわいせつ目的の誘拐

被害に遭っている事を意味している。警察庁の犯罪統計

では子どもの性犯罪被害が家庭内暴力などの家族・親族

によるものか親族以外によるものかは判別できないが，

いずれにせよこの現状は市民の安全，特に子どもの安全

を考える上で重く受け止めなくてはならない事実である。

　子ども達の痛ましい犯罪被害を減少させるために，地

域の防犯力の強化などと伴に，子どもに対する防犯教育

を充実させることは極めて重要な意味を持つ。2004年に

警視庁が公表した標語「いかのおすし」3）は，現在では

全国的に普及しており，子どもへの防犯教育における一

つのコンセンサスと言ってよいと考える。2009年に東京

都教育委員会が発行した「安全教育プログラム」の中に

も，小学校の低学年から高学年にわたり防犯対策の基本

として「いかのおすし」を徹底して理解し実践するため

の教育を行うことが学年別・月別の教育カリキュラムの

中に繰り返し記載されている47)。しかし，この「いかの

おすし」以外の子どもへの防犯教育において教えるべき

事項に関するコンセンサスの存在の有無については，こ

れまで明らかな検討はなされていない。

　米国の犯罪心理学者Carol Copeは1997年の著書

「Stranger Danger」の中で，1990年代に米国で増加した子

どもの犯罪被害を受けて，「子どもへの犯罪企図者の手口

は巧妙化しており，いわゆる知り合いによる犯罪も増加

している」ことを指摘している48) 。さらにCopeは同書の

中で，犯罪企図者が子どもに接触するパターンとして「行

きずりタイプ」（stranger type）と「仲良しタイプ」（pal 

type）に分けられ，このうち特に「仲良しタイプ」の犯

罪企図者は子どもにとっては犯罪を実行する以前に既に

「顔見知り」で「好きな」存在であり，この「仲良しタイ

プ」の犯罪企図者からの犯行を子どもが未然に察知し回

避することは困難であると述べている。確かにこのよう

な，「顔見知り」の犯罪企図者に対して，「いかのおすし」

の中の「知らない人にはついていかない」，「他人の車に

乗らない」と言う事項を，果たして子ども達は実践でき

るか，強く危惧されるところである。「顔見知り」の犯罪

や「知り合いのふり」をした犯罪など，巧妙化した手口

で近づいてくる犯罪企図者による犯罪被害から子ども達

を守るためには，「いかのおすし」に加え，さらなるコン

センサスに基づく子どもへの防犯教育の拡充が不可欠で

あると考える。

　そこで本研究では2000年から2009年の10年間に出版さ

れた小学生の防犯を主題とした一般市販書籍を一定の条

件下ですべて抽出し，結果として33書籍を対象に記載さ
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れている小学生の防犯のために必要な事項を調べ，その

中に共通に記されている小学生への防犯教育の内容に関

するコンセンサスの有無について検討した。

　検討対象とした33書籍のうち2005年から2007年の３年

間に出版された書籍が合計24書籍と全体の72.7％を占め

ていたが，この期間の小学生の防犯関係書籍が多かった

理由として，先述の通り13歳未満の子どもの犯罪被害が

2002年から2004年をピークに増加していたことに加え，

2003年の大阪府熊取町での小学４年生の少女行方不明事

件，2004年の栃木県小山市での４歳と３歳の男児兄弟誘

拐殺人事件，奈良県奈良市での小学校１年生の少女誘拐

殺人事件，2005年の広島県広島市での小学校１年生の少

女殺人事件，栃木県今市市での小学校１年生の少女誘拐

殺人事件など，社会的にも大きな問題となった事件が連

続したことが関わっている可能性も考えられる。

　検討対象33書籍の内容を調べた結果，33書籍の全てに

共通して記載が認められた事項は「危険を感じたら大声

を出す」という１項目のみであった。さらに，90％以上

の書籍（30書籍以上）で記載されていた項目は「人気が

なく人目につき難い場所は犯罪に遭う危険が高いため気

をつける」，「夜の道は犯罪に遭う危険が高いため気をつ

ける」，「危険を感じたら防犯ブザーを鳴らす」，「通学路

や遊びに外出する地域の安全マップを作成する」，「路上

で駐停車している自動車には気をつける」という事項で，

全ての書籍で記載があった「危険を感じたら大声を出す」

を加えても合計６項目のみであった。この結果は，少な

くとも一般の市販書籍のレベルでは，小学生の防犯に関

わる書籍を出版するに当たって最低限記述しなくてはな

らない事項についてコンセンサスの形成が不十分であり，

基本的にそれぞれの著者が小学生の防犯において必要と

考える事項を各自の知見や考えに基づき執筆している現

状を示しているものと判断される。

　標語「いかのおすし」の示す事項については，「いかの

おすし」のうち「知らない人についていかない」は25書

籍（75.6％），「他人の車には乗らない」は27書籍（81.8％），

「何かあったら大きな声を出す」は33書籍（100％），「何

かあったらたらすぐに逃げる」は28書籍（84.8%），「何か

あったらすぐに大人に知らせる」は22書籍（66.7％）で

あった。なお，「知らない人についていかない」という記

載があったのは25書籍だったが，「知らない人に声をかけ

られても無視をする」という記載がある書籍が16書籍あ

り，このいずれかの記載がある書籍は30書籍（90.9％）

であった。また，「何かあったらすぐに大人に知らせる」は

21書籍での記載に留まっていたが，「変なことや嫌なこと

があったら，何でも親に報告する」という項目は28書籍

（87.5％）で記載されており，このいずれかの記載がある

書籍は31書籍（93.9％）であった。以上の結果から，「い

かのおすし」という標語が公表された2004年以前に出版

された書籍も含めて，この標語が示す５項目はいずれも

80％以上の書籍で記載されていると解釈される。しかし，

「知らない人についていかない」または「知らない人に声

をかけられても無視をする」という記載がない書籍が３

書籍，「他人の車には乗らない」という記載がない書籍が

６書籍あったことは，これらの事項が小学生の重大犯罪

による被害を防止するうえで極めて重要な事項であるこ

とから考えて看過できない。したがって，小学生の防犯

に関する市販書籍の出版においては慎重な記述の選択を

求めたい。

　近年出版された小学生の防犯に関わる市販書籍が，基

本的にそれぞれの著者が必要と考える事項を独自の知見

や考えに基づき執筆しており，小学生の防犯教育の内容

に関するコンセンサスの形成が不十分であることは，各

書籍における「家の外で犯罪に遭う危険のある場所」お

よび「『声かけ』への対応」の記載内容の検討結果でも示

されている。「家の外で犯罪に遭う危険のある場所」につ

いては，全ての検討対象33書籍を合わせると161の場所が

記るされていたが，図２に示した様に，そのうち50％以

上の書籍（17書籍以上）で記載されていたのは15の場所

に留まっており，161項目のうち94項目（58.4％）につい

ては１書籍または２書籍のみの記載に留まっていた。ま

た，「『声かけ』への対応」については，図６に示した様

に，「車に乗った人に声をかけられたら無視をして急いで

離れる」という記載が16書籍（48.4％），「知らない人に

話かけられたら無視をしてその場を急いで離れる」とい

う記載が13書籍（39.4％）と，基本的に「知らない人か

ら声をかけられても無視をする」という書籍が多かった

が，「道を尋ねられたら大人に聞くように答える」が８書

籍（24.2％），「道を尋ねられたら道を教えても案内はし

ない」が５書籍（15.2％）など，「無視をする」とする書

籍と「注意をしながら一定の対応をする」とする書籍に

分かれていた。

　このように小学生の防犯対策について未だ十分なコン

センサスが形成されていない背景として，①この分野に

おける討論会や公開シンポジウムなどが十分に機能する

に至っておらず意見や情報を交わす場が不足しているこ

と，②近年，携帯サイトなどを利用した地域の防犯情報・

不審者情報の配信が普及しつつあるが，全国レベルで犯

罪情報を共有するには至っておらず，情報源が不十分な

こと，③警察等が公表する犯罪に関する情報は数値的に

統計化されたものであり，より詳細な犯罪発生状況につ

いての情報入手が一般には困難なこと，④少なくとも日

本においては犯罪学・防犯学の学術分野の歴史が浅く，
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より有効で現状に則した防犯対策を唱えるうえで科学的

知見が不足している事などが考えられる。

　このうち，②の防犯情報・不審者情報の全国レベルで

の共有化については，例えば京都府警察は「子ども安全

情報」というWebサイトを設けて，限られた文字数の中

で子どもへの犯罪や「声かけ」・不審者遭遇情報を提供し

ており，実際どのような「声かけ」がなされているのか

を知ることができる49)。このような質の高い情報ソース

が全国展開され，警察庁の犯罪統計等には載らないニア

ミス（ヒヤリハット）も含めた犯罪情報・不審者情報等

が全国レベルで蓄積されることは，子どもの防犯対策の

向上に大いに寄与するものと考える。この点について，

斎藤らは「事象」・「地域空間」・「子どもの行動」・「地域

特性」などを多層的に組み合わせたデータベースを開発

し，その普及を通した犯罪対策への活用を提案している50)。

　また，③の警察等の犯罪情報の活用については，毎年，

警察庁は前年の「犯罪情勢」として，犯罪の動向や発生

状況および事例に関する報告書を発行している。これら

の統計は，犯罪の傾向や推移を知るうえでは大変有意義

であるが，例えば前掲の「平成21年の犯罪情勢」46)で示さ

れている25件のわいせつ目的略取誘拐被害，53件の強姦

被害，873件の強制わいせつ被害がどの場所でどの様な状

況を経て発生したのか，より詳細な情報の提示がなけれ

ば，今後の小学生の犯罪被害防止にこれらの統計データ

を活用していくのは困難である。犯罪被害に関する資料

は個人情報が含まれていることもあり，一般の者が直接

これらの犯罪記録を閲覧することは難しい。また，犯罪

情報を詳しく公表することは，模倣犯の増長に繋がるこ

とも懸念される。しかし，例えば本人確認と情報を知る

目的を明らかにし識別番号とパスワードを発行して情報

へのアクセスを制限した形で犯罪被害の情報を提示する

ことは可能である。今後，警察庁等には小学生の犯罪被

害の防止を考えていくために活用できるより詳細な資料

提供に関する検討を強く望みたい。

　さらに，④の防犯に関する学術的な科学的知見につい

ては，近年，いくつかの有意義な研究成果が公表される

ようになってきた。例えば，菊池らはある県における３

年間の不審者遭遇情報と屋外での性犯罪認知データにつ

いて地理情報システム等を活用して解析し，「声かけ」な

どの不審者遭遇情報発生後の１カ月の間に発生地点から

１km以内での性犯罪発生件数が有意に高かったことを報

告している51)。この結果は「声かけ」への子ども達の対

応についての防犯教育を拡充するとともに，「声かけ」な

どの不審者情報を子どもたちが大人に報告し，その報告

を防犯に活用していくことの重要性を示している。また，

雨宮らは神戸市内の５小学校区における2,000人以上の

児童の放課後の行動記録と恐喝・暴力・誘い・追いかけ・

痴漢などの犯罪被害遭遇事象との関係を分析し，児童が

１人で歩行している状況で統計的有意に犯罪被害に遭い

やすいことを実証している52)。この結果は，本研究にお

ける分析対象書籍中の24書籍（72.7％）に記載されてい

た「外を歩く時にはできるだけ１人にはならないように

する」という事項の妥当性を強く支持するものである。

子どもへの防犯教育に関するコンセンサスが醸成されそ

の内容を向上させるためにも，今後より多くの科学的知

見が蓄積されていくことを求めたい。

　最後に，今回の研究では，小学生の防犯に関する一般

市販書籍のレベルでは，小学生の防犯対策について十分

なコンセンサスが形成されていないという結果であった

が，表４に示した検討対象33書籍のうちで記載書籍数が

多かった上位63項目や，図２の犯罪に遭う危険がある場

所などについては，その多くが小学生の防犯において重

要な事項であると考えられる。さらに，表４の記載書籍

数上位63項目と図２，図３，図４に記した事項以外でも

小学生の防犯において重要と考えられる事項が複数あっ

たため，その代表的な項目を表６に示した。このうち，

「子ども110番の家の人と知り合いになっておく」，「夜は

一人歩きしない」，「持ち物の目立つ所に名前を書かない」，

「保護者は子どもの下校時間を把握しておく」などは路上

歩行時の安全確保に特に必要な事項だと考える。また，

「不審者・危険な人/声かけと対応」の項に挙げた「不審

者の声かけパターンを知っておく」，「知らない人とはど

の様な人のことを言うのか子どもにその概念をしっかり

持たせる」，「不審者について固定概念をもたない」およ

び「知っている人の車でも保護者の承諾がない限り乗ら

ない」などの事項は，いわゆる「顔見知り」による犯罪

被害や「巧妙な手口による子どもへの接近」による犯罪

被害を防ぐうえで極めて重要な事項だと考える。さらに，

「防犯のために大切なことは子どもに繰り返し教える」，

「テレビなどでの犯罪のニュースについて親子で対応を

話し合う」などの親子での防犯に関する普段の会話や，

「プライベートゾーンについて教え，他人に見せたり触ら

せたりしてはいけないことを子どもに認識させる」，「性

的犯罪とはどのようなものか子どもに教える」などの性

教育にも関連した事項も，子どもの犯罪被害を防ぐうえ

で重要な意味を持つものと考える。

５．むすび

　本研究では2000年から2009年の10年間に出版され一定

の条件を満たした小学生の防犯に関する33の市販書籍に

記載された小学生の犯罪被害防止に関わる事項を抽出し，
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その内容を比較検討した。この様な複数の小学生の防犯

に関する書籍の内容に関する網羅的な検討の報告は過去

にはなく，一定の知見を提示することができたと考える。

本研究の成果が，今後の小学生への防犯教育の内容の向

上と防犯教育におけるコンセンサスの形成，さらにはよ

り「安全なコミュニティ」の構築に寄与できることを願

いたい。

追記
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要約

子どものスポーツ外傷の実態とその背景探ることを目的として、小学校４年生から中学３年生のサッカークラブ員91名を対象に、運動・

スポーツの実施状況、生活状況、過去1年間に受傷したケガに関する調査を行った。

その結果、対象者の27.4％（小学生19.4％、中学生41.7％）がケガをしていた。ケガの半数はサッカークラブの活動中の受傷で、残りは

学校管理下の受傷であった。原因は“本人の不注意”が最も高率で、部位としては下肢、受傷内容は捻挫・じん帯損傷、治療期間として

は１ヶ月未満が多かった。対象者の運動実施状況および生活状況にはケガの有無による差は認められなかった。生活面では、早寝・早起

き、３食の食事はしっかり摂って、良好な睡眠状態にあった。

本調査から、小学生・中学生ではスポーツクラブ活動中と同等レベルで学校管理下においてもケガをしていることが明らかになった。こ

れらは、セーフコミュニティーとして、包括的に地域の子どものスポーツ傷害予防を考える場合、スポーツクラブや余暇における運動と

ともに、学校における運動活動も視野に入れた対策が必要であることを示唆するものである。

キーワード：スポーツ外傷、青少年、サッカー、セーフコミュニティ

Abstract

This study was conducted aiming to declare the situations of sport-related injuries among children and its backgrounds. 91 children at the 

4th to 9th grades belonging to a soccer club were surveyed regarding exercise/sport practice, daily activities, and experience of injuries 

during the past 1 year.

The analysis revealed that 27.4% of the subjects (19.4% of elementary school children; 41.7% of junior high school students) got injured; 

half of those injuries occurred during soccer club activities; and the rest occurred during school activities. As frequent injuries, “carelessness” 

was the most frequent cause of those injuries; the lower limb was the most frequent site; and sprain/ligament injury was the most often seen 

as type of the injuries. The period of becoming cured was most frequently less than 1 month. It is also noted that there is no difference in 

the state of exercise/sports practice or daily activities between those with and without injuries. The subjects generally get up and go to bed 

early, regularly have 3 meals a day, and sleep well.

This survey also indicated that elementary school children and junior high school students get injured during school activities as frequently 

as during sports club activities. These results suggest that, as a community working as a member of the Safe Community Network, exercise 

and sports during school hours should be focused on to prevent sport-related injuries among children in addition to activities at sports club 

and leisure. 

Key Words：sport-related injuries, children, soccer players, Safe Community

スポーツ少年団に所属する子どもの外傷（ケガ）調査
（サッカークラブ所属者の場合）

Injury survey on children playing succor at a junior sport club
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Ⅰ．はじめに

　子どもの健やかな成長・発達にとって、適切な身体活

動やスポーツ活動は必要不可欠である1)。また、子ども

時代の運動や食事などの生活習慣、およびそれらによっ

てもたらされる肥満は、その後の人生（青年期から成人

期）へトラッキングすることが、最近の研究によって明

らかにされている2)。わが国においては、長年にわたる

児童・生徒の体力低下などもあって、子どもに対するス

ポーツ活動の啓発・推進への関心は高い。

　一方、スポーツ活動にともなうけがや故障は、一定期

間の活動の制限や中断を余儀なくされる。死亡ケースは

まれであっても、障害が残ったり、子どもにおいては正

常な成長発育を阻害する重篤な外傷もある。そのため、

スポーツ活動では、ケガや故障の予防、特に重篤な事故

や外傷を予防する視点、すなわち安全性の確保が常に求

められている。しかしながら、わが国においては、子ど

ものスポーツ活動にともなうケガについての資料はきわ

めて少ないのが現状で、その実態は明らかでない。

　そのため、我々は、子どものスポーツ活動時の外傷予

防をめざし、先ずは、子どもの運動・スポーツ活動中の

ケガの実態を明らかにすること、ケガ発生の背景を探る

ことを目的に、スポーツ少年団に加盟するサッカークラ

ブチームを対象にした調査を実施した。本稿では、小学

校４年生から中学３年生におけるデータの解析結果を報

告する。

Ⅱ．方　法

１．対象者および調査方法

　亀岡市スポーツ少年団に加盟するサッカーのクラブ

チーム（保津川イレブンフットボールクラブ：以下Ｈク

ラブとする）に所属する小・中学生(６～15歳)を対象と

した。一般に、スポーツ少年団は、学校単位の枠にとら

われない広い地域の子どもたちで構成されている。現在、

亀岡スポーツ少年団には、剣道（７団体）、空手（２団

体）、少林寺拳法（１団体）、テニス（１団体）、サッカー

（４団体）、バスケットボール（５団体）、野球（３団体）、

バレーボール（２団体）の25団体が加盟している。今回

の子どものスポーツ外傷調査については、亀岡市からス

ポーツ少年団に協力を依頼した。最初に調査への協力を

申し出たのがＨクラブである。調査にあたり、先ず、Ｈ

クラブのスタッフに調査の意義と方法についての説明を

行った。保護者への説明は、スタッフの了承が得られた

後に、スタッフを交えた場を設定して行った。本調査は、

質問紙による方法を用いた。質問紙への記入は、中学性

の場合は本人が、小学生の場合は本人が記入可能な内容

については本人が、難しい内容については保護者に記入

を依頼した。なお、今回のスポーツ外傷調査票（質問紙）

は、学校管理下の災害3）の調査方法や笹川スポーツ財団

の｢青少年のスポーツライフに関する調査（10代のスポー

ツライフに関する調査）｣4-5）等を参考に、低学年（小学

１年生～３年生）用と高学年（小学４年生～中学３年生）

用の２種類を作成した。

　調査用紙は143名に配布し、回収は109名（回収率

76.2％）で、このうち、低学年用への回答は16名（うち

女子２名）、高学年用への回答は93名（うち女子２名）で

あった。本稿では例数の多い高学年男子91名における結

果を報告する。なお、小学１年生から３年生の16名のう

ち、過去１年間にケガをした者は１名で（ケガの内容：

クラブでのサッカー練習時に、本人の不注意で手を打撲、

完治までは１週間未満）あった。また、女子については、全

員（低学年２名、高学年２名）、過去１年間におけるケガ

の受傷はなかった。

２．調査項目

Ａ．共通調査項目

　対象者全員に対し、以下の内容について調査を行った。

（１）対象者の基本的属性

　　氏名、性別、生年月日、学年、年齢、身長、体重

（２）スポーツの取り組み状況と過去１年間のスポーツ

外傷

　　選手ポジション、練習強度、練習頻度、試合数、練

習場所、運動を続けている理由、運動の楽しさ、継続

希望、他にやっているスポーツ、移動手段、過去１年

間のケガの有無（「ケガ」ありと答えた者は、｢Ｂ．過

去１年間のスポーツ外傷｣の調査項目に、１件のケガ毎

に記入）

（３）日常生活について

　　食生活、睡眠状況、普段の生活の活発性、悩みごと

や心配ごと、相談相手、悩みの内容

Ｂ．過去１年間のスポーツ外傷

　過去１年間にケガをした者については、ケガ１件ごと

に、以下の内容に関する調査を行った。なお、｢ケガの定

義｣として、本調査では、｢ケガによって病院に行く、練

習を休む、別メニューで練習するなどの場合を「ケガ」

ととらえる｣と調査票に明記した。

　調査内容

　外傷の部位、外傷の内容、発生時期、発生時間、発生

場所、受診状況（医療機関での治療の有無）、治療期間、

外傷の発生環境（場合、場所）、要因（原因と考えられる
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こと）

３．調査日時

　本調査は、2010年５月中旬に、クラブスタッフが調査

用紙を封筒に入れて配布し、その後、１～２週間後に封

筒ごと回収した。

４．分析方法

　データは、先ず、全対象者および小学生・中学生別に

整理した。連続変量については、平均値と標準偏差を求

め、平均値の差の検定はMann-WhitneyのＵ検定を用いた。

カテゴリカル変量については、出現頻度と出現率を求め、

比率の差についてはχ2検定を用いた。この場合、セルの

度数が５以下の場合はFisherの直接確率計算法を適用し

た。統計解析にはSPSS(Ver18.0)を用い、統計的な有意

水準はp<0.05とした。なお、本調査では、共通調査項目

について、過去１年間のケガ受傷の有無別の解析も行っ

たが、いずれの変数にもケガの受傷有無による差は認め

られなかった。

Ⅲ．結　果

１．対象者の基本情報

　学年別対象者数は、小学５年生24名が最も多く、以下

小学４年生23名、小学６年生20名、中学１年生15名、中

学２年生６名であり、中学３年生３名が最も少なく、3/4

が小学生67名（73.6％）、1/4が中学生24名（26.3％)であっ

た。

　表１には、対象者の年齢、体格、就寝・起床時刻、睡

眠時間を小学生・中学生別に示した。平均年齢は小学生

が10.1±0.9歳、中学生が12.6±0.8歳であった。小学生

と中学生の体格差は、身長が17.8㎝、体重が12㎏、BMI

が1.4で、いずれも中学生が有意に高値であった。就寝時

間の平均は、中学生（22時35分）が小学生（21時44分）

より約50分遅く、起床時刻は、小学生（６時35分）が中

学生（６時42分）よりややはやかったため、睡眠時間は、中

学生（８時間10分）が小学生（８時間51分）より約40分

短い結果であった。就寝時刻の最もはやい者は小学生・

中学生とも20時30分、夜中の12時までには全員が就寝し

ており、起床時刻も最も早い者は５時30分、遅い者でも

７時20分であり、早寝早起きの傾向が見られた。

２．サッカー練習に関する基本情報

　表２にはクラブでのサッカー練習に関する基本情報を、

表３には運動をする理由やクラブ活動を行う場所への移

動手段、過去１年間のケガの状況を示した。なお、この

中の連続変量データについては、平均値とＳＤを計算し、

求めた結果を表４に最小値、最大値とともに示した。

　ポジションについては、“まだ決まっていない”との回

答は、小学生（35.8％）が中学生（12.5％）より高率傾

向であるが、各ポジションに対する小学生・中学生回答

率には統計的な差は認めらなかった。全体でみると、

“ゴールキーパー”（4.4％）以外の“フォワード”、“ミッ

ドフィルダー”、“ディフェンス”にはほぼ同程度の割合

（20～25％程度）の回答があり、約4.4％は“複数のポジ

ション”と回答した。

　練習強度については、“きつい”との回答は、中学生

（29.2％）が小学生（13.2％）より高率傾向であるが、両

者の回答率には差が認められなかった。全体では、82.4％

が“普通”と回答し、“きつい”は13.2％、“きつくない”

は3.3％であった。

　１週間あたりの練習回数は、中学生の91.7％が４回以

上であるのに対し、小学生では３回が58.2％、２回まで

が9.9％、４回以上は28.6％であり、両者には有意な出現

率の差が認められた。平均値でみると、中学生（4.7±0.8

回）が小学生（3.1±0.8回）を有意に上まわっていた。

一方、1回あたりの練習時間については、小学生の場合は、

“１～２時間”、“２～３時間”、“３～４時間”、“４時間以

上”がほぼ同率（20～24％）であるのに対し、中学生は

“３～４時間”（31.3％）が最も高く、次に“４時間以上”

25.4％、“２～３時間”17.9％、“１～２時間”13.4％で

あり、両者の出現率には差が認められた。平均値でみる

0.000
0.000
0.000
0.003
0.000
0.268
0.000

表１　対象者の年齢・体格・就寝起床時刻 
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表２　クラブでのサッカー練習に関する基本情報

表３　運動する理由・移動手段・過去１年間の怪我

0.000
0.003
0.385
0.720
0.045

表４　サッカーの練習頻度・時間と過去1年間の怪我の件数 
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と、小学生（3.9±1.3時間）が中学生（3.0±1.2時間）

を有意に上まわっていた。

　１週間あたりの練習時間を算出すると、12時間前後に

ピークがあって、小学生・中学生間には、出現率および

平均値ともに差は認められなかった。

　なお、１週間あたりの試合の回数の平均は、小学生

（2.6±1.7回）、中学生（2.5±1.3回）とも同程度であっ

た。

　運動を続けている理由については、17の選択肢から３

つまで選んで回答する方法で調べた。各選択肢の回答率

には小学生・中学生間には差は認められなかった。全対

象者において、最も高率であったのは“上手くなりたい

から”91.2％、次に“楽しいから”65.9％、“勝ちたいか

ら”59.3％、“好きだから”45.1％の順であった。他の項

目への回答は少なくなるが、“身体を動かしたいから”が

12.1％、“新しい友達と出会う”が 8.8％、“みんなで集

まりたい”が6.6％、“練習したいから”が6.6％であった。

“痩せたい”や“先生や親に勧められたから”に回答した

者はゼロであった。

　運動の楽しさについは、90名（95.8％）が“楽しい”、

１名（1.1％）が“どちらかと言えば楽しい”と答え、

“楽しくない”との回答は皆無であった。また、“楽しい”、

“どちらかと言えば楽しい”については、楽しい理由を自

由に記載させた。27名より回答があった。主な内容は、

体を動かすことやサッカーが好きだから、勝つことや活

躍することが嬉しいから、面白いから、自分の力を発揮

できるから、仲間と一緒にできるから、練習や試合でし

んどい時もあるのが楽しい、技を教えてもらえるから、

幼稚園からずっと続けているから、11人皆で協力し合え

るから、など様々であった。

　今後もサッカーを継続したいかについては、“続けた

い”に84名（92.3％）、“どちらかと言えば続けたい”に

5名（5.5％）が回答し、“どちらかと言えば続けたくな

い”は１名（中学２年生）に過ぎなかった。

　サッカー以外のスポーツ実施者は少なく、67名

（73.6％）はサッカーオンリーであった。

　サッカーの練習場所への移動手段については、あては

まるもの全てを選択させた。“自動車送迎”は、小学生66

名（88.1％）が中学生７名（29.2％）より有意に高率で

あった。また小学生55名（82.1％）、中学生20名（88.3％）

が“自転車”を利用していたが、ヘルメット着用は小学

生の20名に過ぎず、他（小学生35名、中学生は自転車利

用の全員20名）はヘルメットを着用していなかった。そ

の他の移動手段は、“電車”42名（46.2％）、“バス”９名

（9.9％）、“徒歩”11名（12.1％）であった。

　過去一年間、練習を休まなければならなかったケガは、

全体で23名（25.3％）、中学生の発生率41.7％（10名）は

小学生19.4％（13名）より有意に高率であった、ケガ

“あり”の23名のうち、年１回は16名、２回は４名、３回

と４回は各２名で、平均受傷回数は、中学生が

（0.54±0.72回）が小学生（0.34±0.86回）より有意に多

かった。

３．日常生活に関する基本情報

　表５には、対象者の食生活、睡眠状況、普段の生活の

活発性、悩みごとや心配ごと相談相手など、日常生活に

関する情報を示した。なお、これら日常生活変数には小・

中学生間差は認められなかった。

　３食の食事については、朝食を“時々ぬくことがある”

が小学生で５名（7.5％）、中学生で１名（4.2％）見られ

たが、昼食、夕食は全員が“毎日食べる”と回答してい

た。間食は、“毎日食べる”44名（48.4％）と“時々食べ

る”42名（46.2％）がほとんどであったが、“めったに食

べない”４名（4.4％）や“全く食べない”１名（1.1％）

も見られた。なお、対象者の約３割は“好き嫌いがある”

と回答した。

　睡眠状況については、66名（72.5％）が“いつも熟睡

する”、22名（24.2％）が“まあまあよく眠る”と回答し、

“あまりよく眠れない”との回答は小学生、中学生とも各

１名であった。

　練習以外の普段の生活についても84名（82.3％）が

“活発”であり、“じっとしている”者は５名（5.5％）で

あった。

　悩みごとや心配ごとへの回答は、“ときどき悩む”34名

（37.4％）、“あまり悩まない”29名（31.9％）、“全く悩ま

ない”24名（26.4％）が上位だった。しかし、“よく悩

む”との回答も小学生に１名（1.5％）、中学生に２名

（8.3％）見られた。悩みの内容について自由記載させた

ところ、36名から記載があった。そのうち７名は“特に

悩みはない”だったため、これを除く29名の内容を集約

してみると、“サッカーのこと”、“友人関係”が各９名、

“サッカーと勉強との両立”が６名、“勉強のこと”が５

名であった。“よく悩む”に回答した３名については、悩

みの内容が記載されていなかった。友人関係や勉強との

両立は小学生より中学生に多かった。

４．過去１年間の外傷について

　過去１年間にケガを経験した23名の受傷件数の合計は

36件であった。なお、“ケガあり”の出現率には小・中学

生間で差が認められたが、受傷状況には両者の差が見ら

れなかったため、表６には、調査した項目別に、各カテ

ゴリーへの出現頻度を、36件を100とした場合の割合（％）
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で示した。

　何回目のケガかについては、36件のうち、23件は“1回

目”（63.9％）、“２回目”は８件（22.2％）、“３回目”が

３件（8.3％）、“４回目”が２件（5.6％）である。

　受傷部位は、“手の指”19.4％を除けば、下肢部位、特

に“足首”27.8％、“もも”13.9％、“ひざ”11.1％が多

かった。

　受傷内容の上位は、“じん帯損傷”16.7％、“突き指”

13.9％、“打ち身・打撲”と“すり傷”が各々11.1％で

あった。また、“疲労骨折”、“ひび”、“骨折”を合わせる

と16.7％となり、“オスグット”も5.6％に見られた。

ケガの発生時期は、“４月”と“５月”の16.7％が最も多

く、次が“１月”と“３月”の11.1％であった。８月と

12月のケガは皆無であった。

　ケガの発生時間は、“午後７時以降”は少なく、“午前

中”、“正午～午後３時”、“午後３時～６時”に分散して

いた。

　ケガの発生場所は、“サッカークラブ”が半数、４割が

“学校管理下”（体育授業、休憩時間、学校のクラブ活動、通

学時）であり、１割が“自宅”であった。

どのよう環境で（場合に）ケガが発生したかを見ると、

“練習中（体育授業も含む）”が約４割、“試合中”と“遊

び”が各々約２割であった。

　36件のケガの中で、“医療機関を受診した”のは35件

（97.2％）、“受診していない”のは１件（2.8％）であっ

た。

　治療期間は、“１週間以上１ヶ月未満”44.4％が最も多

く、次が“１週間以内”30.6％、“１ヶ月以上３ヶ月未

満”が16.7％と続き、“３ヶ月以上”はゼロであった。

ケガをした理由（要因）については、“本人の不注意”が

72.2％と最も高率で、“相手の不注意8.3％”、“体力不足”、

“オーバーユース”は各々5.6％と少なかった。

　なお、今回、“治療に１ヶ月以上を要した”のは６件で

あるが、表７には、これらのケースについて、個別に、

学年、性別（今回は全員が男子）、部位、内容、時期、発

生時間、発生場所、治療期間、発生環境、要因をまとめ

た。６件のうち４件はサッカークラブでの受傷であり、

骨折が３件、肉離れが２件、オスグットが１件で、要因

としては４件が本人の不注意であった。

Ⅳ.考　察

１．外傷発生動向調査とスポーツ外傷

　本研究のフィールドである亀岡市は、ＷＨＯセーフコ

ミュニティ協働センター（WHO Collaborating Centre on 

Community Safety Promotion）から、2006年３月、日本

表５　日常生活について
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で最初の｢セーフコミュニティ｣に認証された。セーフコ

ミュニティやセーフティプロモーションの概念について

は、衞藤6)や反町ら7)の論考がある。セーフティプロモー

ションの根底には｢全ての人は健康と安全に関する等し

い権利を有する｣という意識が横たわっており、セーフコ

ミュニティは、これを具体的に実践する地域社会のこと

を指している。最も基本的な理念である「事故やケガは

偶然の結果ではなく、予防できる」8)という考え方に基づ

き、行政と組織、団体、住民など、多くのアクターの協

働により生活におけるさまざまな危険リスクを予防する

ことによって、すべての市民が安全・安心に暮らすこと

ができるまちづくりの推進にある。

　セーフコミュニティの認証には６指標（注を参照）9)を

満たすことが条件となるが、そのうちの重要なカギとな

るのが｢外傷発生動向の把握｣である。外傷サーベイラン

スは、疾病以外の不慮の事故等による外傷や自殺などに

ついて、個々の事例の客観的なデータを収集し、リスク

の高い集団や環境の特定を行い、科学的な根拠にもとに

総合的な対策を実施し、検証を行うプロセスを指す。

　亀岡市の外傷発生動向調査の結果は既に横田ら10)に

よって報告されている。年齢別の外傷発生率（対人口比：

男女別内訳）は、０～４歳（3.36％：男4.24％、女2.99％）

が最も高く、続いて５～14歳（3.16％：男3.68％、女

2.64％）、75歳以上（1.13％：男1.02％、女1.18％）、15

～19歳（1.11％：男1.55％、女0.60％）である。高齢者

を除けば、圧倒的に多いのが子ども（乳幼児期、青少年

期）の外傷である。特に、５～14歳、15～19歳の外傷で

は、スポーツ活動中（各々10.7％、13.0％）と余暇中

（同25.6％、10.1％）の受傷が多い。青少年期にある子ど

もの運動・スポーツ活動時の外傷予防対策は、セーフコ

ミュニティ推進において重要な課題である。

　我々は、子どものスポーツ活動にともなう外傷予防を

めざし、先ずは、ケガの実態とケガ発生の背景を探りた

いと考え、その基礎資料として、スポーツ少年団に加盟

するサッカークラブ員を（小学校４年生から中学３年生）

を対象に調査を行った。その結果、対象者の27.4％（小

学生19.4％、中学生41.7％）がケガをしていた。この数

値は、亀岡市の外傷発生調査（５～14歳：3.68％）に比

べかなり高い。亀岡市外傷発生動向調査10)は、2007年５

月～2008年４月までの１年間、市内34の医療機関（４病

院･22診療所･８歯科診療所）の協力のもと、亀岡市内で

表７　全治１ヶ月以上を要したケース一覧 

表６　過去１年間のけがの受傷状況
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受傷し、協力医療機関を受診したすべての外傷患者のう

ちで調査に同意を得られた患者を対象としている。当然、

市外医療機関や調査に協力を得られなかった患者や機関

の情報は含まれていない。そのため、亀岡市外傷発生調

査は、横田ら10)も指摘しているように、実際の外傷発生

率を下回っている可能性がある。

２．他のスポーツ外傷資料との比較

　米国では、高校、大学における重症なスポーツ外傷に

ついては、それを包括するデータベース（National Center 

for Catastrophic Sports Injury Research: NCCSI）11)が存在

し、長期にわたってデータが蓄積され、結果はWebでも

閲覧できる。また、大学生や高校生を対象とした競技別

の大規模な外傷報告も米国からのものが多い12-16)。とこ

ろが、わが国においては米国のような包括的データベー

スはまだ存在せず、重症な外傷報告はhospital based 

studyがほとんどで、自らの外傷統計を公表している競技

団体もきわめて少数である。いずれにしても、子ども

（小学生・中学生）を対象にしたスポーツ外傷の資料とな

ると、内外ともに数少ないのが実態で、本邦においては、

笹川スポーツ財団（Sasagawa Sports Foundation）の｢10

代のスポーツライフに関する調査報告書｣4-5)を除けば、

比較できるものは見あたらない。

　｢10代のスポーツライフに関する調査｣（以下“ＳＳＦ調

査”とする）は2002年4)と2006年5)、2010年に実施されて

いる。ＳＳＦ調査では、運動・スポーツを、学校の部活動

や休み時間の活動は含めるが、学校の授業や学校行事の

キャンプなどは含めないとし、スポーツ傷害については、

１週間以上、その活動を休むようなケガをたずねている。

2006年のＳＳＦ調査5)では、過去１年間のスポーツ外傷（ケ

ガ）発生率は、全体で14.1％、性別でみると、男子17.4％

は女子14.1％より高率で、中学校期15.6％および高校期

17.6％は小学校期10.3％や大学期10.2％より高率である。

この数値に比べると本調査のケガの発生率27.4％（小学

生19.4％、中学生41.7％）は高値である。しかし、本調

査では、対象が男子のみであることに加え、ケガによっ

て病院に行く、練習を休む、別メニューの練習をするな

どの場合をケガととらえたため、スポーツ活動以外のケ

ガや、学校での授業中のケガや学校行事におけるケガも

含む。実際、本対象者の場合、サッカークラブの活動で

のケガは半数（小学生47.8％と中学生53.8％間には有意

差なし）で、残り半数は学校管理下（38.9％）および自

宅（11.1％）でのケガであった。これらを考慮すると、

ＳＳＦ調査に比べ本対象者のスポーツ外傷発生率がとり

わけ高率とは考えにくい。

　ＳＳＦ調査4-5)では、運動・スポーツ実施状況を５段階

（レベル０：非実施、レベル１：年１回以上週１回未満、

レベル２：週１回以上週５回未満、レベル３：週５回以

上、レベル４：週５回以上、１回120分以上、運動強度

｢ややきつい｣以上）に区分し、レベル別にケガの発生率

を算出している。2006年の結果をみると、レベル１が

2.9％、レベル２が8.0％、レベル３が13.1％、レベル４

が24.5％で、レベルが上がるほど、ケガの発生率が高く

なっている。本調査の場合は、ケガの発生と運動実施回

数や実施時間との間には一定の関連が認められなかった

が、これは運動実施状況としてはかなり均一な集団を対

象にしたためと考えられる。

　ＳＳＦ調査5)では、ケガの部位については、足首28.6％

（小学校期27.5％、中学校期28.6％）、手の指12.1％（小

学校期17.5％、中学校期15.5％）の順であり、この結果

は本対象者への調査結果（足首27.8％、手の指19.4％）

と一致した。また、ケガの内容については、ＳＳＦ調査で

は、ねんざ31.7％、骨折18.3％の順であるが、本調査で

は、じん帯損傷16.7％が最も多く、次が突き指13.9％で、

捻挫、骨折はそれぞれ5.6％に過ぎない。ケガの内容が異

なる要因としては、１週間未満の外傷もケガに含めたこ

と、スポーツ活動以外の外傷も含まれることなどが考え

られる。また、オスグッドは、ＳＳＦ調査で2.7％、本調

査で5.6％認められるが、このような成長期に関わる問題

については、専門家（整形外科医）を含めて予防対策を

検討することが重要であろう。

その他、ケガの発生時期（月）や発生時間、発生の場合、

治療を要した期間などの調査項目は、学校管理下の災害

統計3)を参考にした。月別発生率についてみると、学校

管理下の災害では、小学校・中学校ともに５月・６月と

９月・10月にピークがあり、８月が最も少ない3)。これ

には学期や体育行事（運動会）、休暇（夏休み）が関係し

ていると考えられる。本調査では、４月・５月のケガの

割合が高く（学校管理下を除くと４月には受傷が減少す

る）、次が１月と３月で、８月と12月のケガはゼロである。

対象クラブの練習の頻度・時間は、夏休みには通常より

多くなることを確認しているが、暑い環境下でのケガが

皆無であることは評価できる。また、冬期にケガの割合

が増えていることより、寒い時期は特に準備運動・整理

運動等を含めたケガ予防の取り組みが必要と考えられる。

なお、治療を要した期間については、学校管理下災害統

計3)では約８割が２週間未満、１ヶ月以上は１～２％で

あるのに対し、本調査の場合、３ヶ月以上は皆無であっ

たが、１ヶ月以上が16.7％見られた。この67％がクラブ

活動中のケガで、内容は骨折、肉離れ、オスグッドであ

ることより、これらの障害に対する対策は重要な課題で

ある。
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３．生活習慣との関連

　本調査では、子ども（青少年）のケガと生活との関連

を検討することをもう一つの目的とした。しかし、本対

象者においては、食生活、睡眠などの生活要因にはケガ

の有無による差は全く認められず、ほぼ全員が３食をき

ちんととり、睡眠状態も良好であった。食生活に関して

は、身体づくりやスポーツ活動に適した栄養バランスに

あるのかは本調査のみで明らかにすることはできない。

しかしながら、児童生徒の健康状態サーベイランス調査

17)等に比べ、運動習慣とともに、｢早寝早起き・朝ご飯｣

の習慣が形成されているのは、スポーツの功績と思われ

る。

４．セーフティプロモーション・セーフコミュニティ展

開に向けての課題

　好奇心が旺盛で、活発でよく動き、たまにはケガもす

るが、大事に至らず伸びやかに成長するのが本来の子ど

もの姿で、そのような中で危険回避能力も身につく。だ

が、命を落としたり障害の残るような取り返しのつかな

い事故やケガは、社会の責任で防がなくてはならない。

当事者や関係者への注意喚起だけでは限界があり、事故

の起きた状況や要因を分析し、環境を改善することで子

どもを事故から守らなくてはならない。そのような視点

からアプローチするのがセーフティプロモーションであ

ることを、反町ら7)は指摘している。

　本調査では、小学４年生から中学３年生の男子に限ら

れるが、スポーツに関する外傷を中心に日常生活におけ

る子どもの外傷の実態を明らかにすることができた。先

述したように、子どもの外傷発生状況、特にスポーツに

関する外傷に関する先行研究は限られており、セーフコ

ミュニティの特徴である「予防」という視点にたった調

査は行われてこなかった。そのなかで、本研究成果は、

セーフコミュニティという世界的な取組みの基本課題と

して設定されている「子どもの安全」、なかでも「余暇・

スポーツの安全」について６指標にもとづいて展開する

にあたって、「指標４」にある外傷の頻度と要因の記録に

関してフレームモデルを提示するとともに、今後、指標

５に示された「取組による変化の影響」を測定する際の

ベースラインを提示した。

　また、本調査では、クラブ活動中のケガに加え、それ

と同等レベルで学校管理下においてケガをしていること

が示された。これらは、セーフコミュニティ活動の包括

的な外傷予防においては部分的側面ではあるが、今後、

包括的に子どもの安全、あるいは余暇・スポーツにおけ

る安全を通して安全なまちづくりを推進していくうえで、

もっとも頻繁に外傷が発生していると思われたスポーツ

クラブの活動だけではなく学校における運動活動も視野

に入れる必要性を示したという点で、今後の具体的対策

を講じるにあたっての方向性を示すことができた。

Ⅴ．まとめ

　子どものスポーツ外傷の実態とその背景を探ることを

目的として、スポーツ少年団に加盟するサッカークラブ

員を（小学校４年生から中学３年生）を対象に、運動・

スポーツの実施状況、生活状況、過去１年間に受傷した

ケガに関する調査を行った。

　その結果、対象者の27.4％（小学生19.4％、中学生

41.7％）がケガをしていた。ケガの半数はサッカークラ

ブの活動中の受傷で、残りは学校管理下の受傷であった。

原因は“本人の不注意”が最も高率で、部位としては下

肢、受傷内容は捻挫・じん帯損傷、治療期間としては１ヶ

月未満が多かった。対象者の運動実施状況および生活状

況にはケガの有無による差は認められなかった。生活面

では、早寝・早起き、３食の食事はしっかり摂って、良

好な睡眠状態にあった。

　子どもにおいては、クラブ活動中と同等レベルで学校

管理下においてもケガをしていることが明らかになった。

これらは、セーフコミュニティ活動において、包括的な

子どもの安全、あるいは余暇・スポーツにおける安全を

考える場合、スポーツクラブの活動だけではなく学校に

おける運動活動も視野に入れる必要性を示唆するもので

ある。

注）セーフコミュニティとして認証されるには、次の６

指標を満たすことが条件となる。9)

指標１　分野の垣根を越えた横断的な協働・連携に基づ

いた組織を設置する

指標２　両性、すべての年齢層、生活環境、状況におけ

る安全に長期的かつ継続的に取り組んでいる

指標３　ハイリスク集団や環境および弱者の安全に焦点

を当てた取組みを実施している。

指標４　外傷の発生頻度および原因を記録するプログラ

ムを実施している

指標５　プログラム、そのプロセスおよび変化による影

響を評価する

指標６　国内外のセーフコミュニティネットワークに継

続的に参加する
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ＤＶ被害者への医療現場での初期対応
～被害回復段階に応じた看護ケアの重要性～

Early intervention on behalf of DV victims at health facilities: Crucial nursing 
care meeting clients’ needs in the recovery process from the trauma/injury

要約

　本研究では，ＤＶ被害者に対する看護観察の分析から，ＤＶ被害の回復段階と，回復に応じたケアの現状と課題を示すことを目的とし

た。ＤＶ被害者ケアの経験のある看護職17名に，「患者の態度や言動からＤＶ被害者であると特定したとき，どのようなケアを提供したか」

について半構造化面接にて聴き取り，ＫＪ法を用い分析した。

　ＤＶ被害者は暴力に支配された生活下で，誰かに相談することすら考えも及ばず，支援を受け取れずにいた。しかし，受診時の医療職

とのやり取りや看護職の訪問をきっかけに，自らのＤＶに向き合い，暴力からの脱出に向け逡巡していた。

　混乱期，苦悩期，否認期にあるＤＶ被害者は，ＤＶ被害を自ら訴えることが極めて少なく，治療の場で問題を指摘され支援の申し出を

受けても，それを受け入れることができていなかった。よって，ＤＶ被害者の意思表示を尊重しながらも，本人に無理な行動を要求する

ことなく，具体的な支援を提供することが重要である。

　消耗期や停滞期にあるＤＶ被害者は自尊感情が著しく低下している場合が多く，二次被害を生まないためにも言動への配慮が必要であ

ることが示唆された。

キーワード：ＤＶ被害者，回復段階，初期対応

Abstract

The objective of this study was to share an idea of staging victims’ recovery process from DV trauma/injury and also to demonstrate the 

important issues in supporting DV victims together with information on available care for the victims on the health care front-lines in Japan. 

 In this study, a semi-structured interview was conducted with 17 health facility-based nursing professionals, who reported encounters with 

patients suspected of being DV victims. For the analysis, the KJ method was applied.  As the result of the interviews, it was disclosed that 

the DV victims, encountered by the nurses, were without appropriate support in the situation, where they were under the assailant’s 

dominance and lost opportunities for seeking consultation. Those DV victims, however, came to be able to observe themselves objectively 

through communication with the health care providers. Also it was, therein, found that the victims were still not free from hesitation to end 

the violence by their own efforts.  The victims in Disturbance-Period, Anguish-Period and Denial-Period were found to be reluctant to 

complain about both physical and mental damage and that they could not accept offered support even after identification of the problems.  

It is, therefore, important for the care providers, including nursing professionals, to offer meaningful support respecting the victims’ wishes 

without over-expectation in improving their behaviours.  Based on this study, it was suggested that the care providers, dealing with DV 

victims, should pay attention to communication and their behaviour during consultation in clinical settings to protect the victims from the 

secondary trauma/injury. In relation to the above, we should then recognize the fact that DV negatively affects the victims’ self-esteem.

Key Words：DV victims, Recovery process, early intervention
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ＤＶ被害者への医療現場での初期対応

Ⅰ．緒言

　近年，ＤＶが被害者の生命や健康を脅かし，人生にま

で深刻な影響を及ぼしていることについて広く知られる

ようになった1)~5)。ＤＶ被害者の心理の特徴は，恐怖，怒

り，自信の低下であり，精神的不調に基づく身体の不調

が長期間持続することもある。配偶者からの暴力に曝さ

れたＤＶ被害者は，身体的，経済的，精神的，性的，社

会的暴力による支配下に置かれた末，加害者によって巧

妙に無力化，孤立無援化されてしまう6)。

　内閣府（2006）の調査によると，配偶者からの身体的

暴行，心理的攻撃，性的強要を繰り返し受けた者は，女

性が10.6％，男性では2.6％であった7)。また，2002年と

2008年に実施した内閣府の調査でこれまでに一度でも被

害経験のある者は女性の約20％にみられ8)9)，諸外国でも

北米22％，オーストラリア23％，イギリス30％，南米15

～52％，アフリカ30～45％，インド40％，と女性に対す

る暴力が世界的に広がっている10)11)。ＤＶによる心理的攻

撃や性的強要を繰り返し受けることと自殺企図や中絶と

の関連も指摘され，ＤＶは重大な健康問題であるという

認識が広まってきている12)~14)。

　しかし，現状ではＤＶ被害者に対する医療機関の取り

組みは産婦人科以外では立ち遅れており，ＤＶ被害者ケ

アのためのシステムや方法論は未熟な段階にとどまって

いる。

　先行研究では，児童虐待，ＤＶ，性暴力，その他のハ

ラスメント被害者の二次被害を予防することの必要性を

述べた論文は散見されるが15)~18)，ＤＶ 被害者を取り巻く

環境や回復段階に即したケアについて指摘したものは１

件だけだった19)。そこではＤＶ被害者の回復に至る過程

は，混乱期，苦悩・否認期，転換・消耗期，停滞期，安

定・回復期の５つの時期に分けられていた。他の文献で

も，ＤＶ被害者への対応として傾聴や受容の重要性を説

くものが多く，ＤＶ被害者の回復段階を促進させる段階

別の支援について示したものはなかった。

　このような現状認識から本研究では，看護職のＤＶ被

害者に対する看護観察に基づき，回復段階に準じた初期

対応の課題を示すことを目的とした。

Ⅱ．研究方法

１．研究デザイン　

　看護観察から抽出されたＤＶ被害の回復段階と，回復

に沿った初期対応の現状と課題を示すため，半構造化面

接を実施し，帰納的質的研究法を用いた。

 

２.研究対象と期間

　研究対象者は，ＤＶ被害者と接触し直接的なケアをし

たことのある看護職17名とした。

　研究期間は2004年６月から2008年３月であった。

３．調査内容と分析方法

　面接は，研究対象者が希望する時間と場所に筆者が赴

き実施した。インタビューガイドに沿い，「患者の態度や

言動からＤＶ被害者であると特定したとき，どのような

ケアを提供したか」尋ねた。ＤＶ被害者に関わったこと

がある看護職が当時を振り返り懐述した内容の逐語録を

作成しデータとした。

　分析では多くの断片的なデータを統合して，創造的な

アイディアを生み出し，問題解決の糸口を探ることに適

した手法であるＫＪ法20)を用いた。分析の過程で，ＤＶシェ

ルター運営経験のある看護職やＤＶ被害者のサポートグ

ループに関わる大学教員，精神科病棟でＤＶ被害者のケ

アを実践している看護師，小児科病棟に勤務する傍らＤ

Ｖに関するＮＰＯ法人の活動をする看護師，婦人相談所で

保健師兼精神保健福祉士としての勤務経験がある看護職

らと検討を重ね，データの妥当性と信頼性及び厳密性の

確保に努めた。追加されたデータの空間配置を繰り返し，

関連性を吟味した。データのコード化，カテゴリー名の

検討については，随時，質的研究者のスーパービジョン

を受けた。

４．倫理的配慮

　本研究の対象者は，先に行ったＤＶに関連する質問紙

調査で聞き取り調査に協力可能と意思表示し個別の連絡

先を記した者であり，相手が指定した連絡先に電話をい

れ，研究概要について口頭で説明し協力の同意が得られ

た者を研究対象者とした。その後，面接開始前に再度，

研究目的と方法，データの取り扱いと個人情報保護，お

よび，所属機関非開示に関する配慮をすること，面接前，

途中，後において研究協力の取りやめができ何ら不利益

を負うことがないことを説明した。また，ＩＣレコーダー

の録音については事前に承諾を得た。録音および筆記

データはコード化して筆者のみが入力し，その直後消去

裁断した。コード化にあたっては個人や病院が特定され

るデータは削除または意図が変わらない範囲で修正を加

えること，看護職から語られた被害者の被害状況も，被

害者が特定されないよう一部修正を加え，被害者のプラ

イバシー保護に配慮することで使用の許可を得た。入力

したデータはロックのかかるＵＳＢで保管し，インター

ネットから遮断されたパソコンを用いて処理した。得ら

れたデータは学会発表や論文として公表されること等に

ついて口頭と文書で説明し，同意書を交わした。本研究

は所属大学の倫理委員会の審査を受け，承認を得たうえ
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で実施した。

５．用語の定義

【ＤＶ】Domestic Violenceの略で，家庭内で起こる暴力を

さす。広義では配偶者間暴力，児童虐待，高齢者虐待，

家庭内暴力(子から親への暴力)，一家心中など，家族や

同居人という関係性があり，家庭内の密室で生じる人権

侵害行為をさす。本稿では，配偶者からの身体に対する

暴力および心身に有害な影響を及ぼす言動という狭義の

定義を用いる。

【初期対応】早期の段階に，看護職が患者(相談者)や患者

を取り巻く状況に応じて看護をすること。

Ⅲ．結果

１. 対象者の概要

　調査に協力が得られたのは，28歳から55歳までの看護

職17名（保健師４名，助産師４名，看護師９名）であっ

た。性別は，女性15名，男性２名で，平均年齢は40.1歳

であった。

２．面接の概要

　面接回数は１名に対して１回実施した。時間は30分か

ら70分で，全面接時間は940分（１回平均55.3分）であっ

た。面接場所は，対象者が指定した病院の会議室，訪問

看護ステーションの相談室，研究室等であった。

３．ＤＶ被害者の回復段階に即した支援（表１）

　看護職がＤＶ被害者ケアを振り返り，受診者に対する

気がかりを手掛かりとすることによって浮き彫りになっ

たＤＶ被害者の状況と，その回復段階に対応した看護職

の初期対応について述べる。回復段階は先行研究19)より，

①混乱期(ショックで感覚が麻痺する。適切な判断力を失

う)，②苦悩・否認期(悲しみ，怒り，助けを求め，否認

し，奇跡を願う)，③転換・消耗期(様々な取引を試みる

が失敗に終わり人生に価値を見出せない)，④停滞期(絶

望し，気力を失い抑うつになる)，⑤安定・回復期(現状

表１　ＤＶ被害者の回復段階に即した支援
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を受け入れ，自分自身や家族との和解に向かう)の５段階

に分類されたものを用い，被害者がどの時期にあたるか

を，被害者に対応した看護職に分けてもらった。本文で

は，回復段階毎に提供された初期対応を示した。また，

看護職の語りや看護職を通して発せられたＤＶ被害者の

発言を《　》で示した。また，回復段階の分類は，直接

被害者に対応した看護職の直感に基づく判断に委ねたた

め，その語りの一部を実例として記載した。

3-1．混乱期

　混乱期のＤＶ被害者は，突発的で予測のつかない配偶

者からの暴力を受け，配偶者と不安定な関係にあった。

ＤＶ被害者は配偶者からの暴力の原因を探し，《ストレス

のせいでやむにやまれず殴ったのだ》とか，《夫の言うこ

とを素直に聞かなかったから》等，理由を探し納得しよ

うとしていた。《酔った勢いで夫婦喧嘩が行き過ぎた》と，

バツが悪そうに配偶者が言う場合もあり，以後，気をつ

けるように医師からたしなめられ帰路につくケースも

あった。ＤＶ被害者の方は言葉数も少なく，外傷も負っ

ており，配偶者や付き添いの家族に促されるまま傷の手

当てを受けていった。

　《最近ではＤＶじゃないの？って，暴力はダメだよっ

て言うことも出来るようになったけど，以前からこうい

うアルコール患者は結構いて，傷の手当てをして帰して

いましたよね。今は，救急隊員も良く心得ていて，そっ

ちでも注意してもらっています。救急車が行って，状況

から警察を呼ぶこともありますよ》と，看護職の発言か

らも暴力加害に対する率直な介入があることが示された。

〈実例〉

　　「被害者の中には，(加害者に)愛情を抱き続けて現

状に耐えている人もいるけど，それより仕返しを恐れ，

恐怖に縛られて，誰にも相談できなくなっている人が

多いわね」　 40代　助産師

　　｢信頼関係も出来てない看護師に(被害を)話すのっ

て，まず，無理でしょう？いきなりあれこれ聞き始め

るのではなく，まず，"全面的にあなたの言うことを信

じますよ，どんな理由でも暴力を振るわれていい人な

んかいないのですよ”という姿勢を示すことが大切だ

と思って実践しています．・・だけど，救急外来の準夜

勤務では無理ですね．忙しくてとてもじゃないけれど

出来ません｣ 30代　男性看護師

　　「やはり，家の中のごたごたを外に出してはまずい

と思うのでしょうね･･･．本当に家に帰っちゃうの?と

いいたくなるようなケースを家に帰してしまったこと

があります．病院でもどうすることもできなくて．今

でもたまにＤＶのニュースを聞くと”あの人どうした

かなぁ”って思い出します･･･」　 50代　保健師

　　「ＤＶの患者さんらしいから，って呼ばれて夜間外

来に病棟から降りていって対応したのだけど．（中略）

患者さんは確かに夫に殴られて怪我して，もう別れた

いって泣いて，だけど子どももいるし事を荒げたくな

くて，結局家に戻って…｣ 30代　看護師

　　「相談したほうがいいって患者さんに話したのです

が，本人が躊躇して･･･．警察には届けたくないって，

ほとんど，･･･自分が出会ったＤＶの患者さんはみんな

拒否しました。」　　　　 40代　病棟看護師

　　「救急車で夫婦とも酔っ払ってきた夫婦がいたんで

すね．旦那さんは病院に着いたら“すみません，すみ

ません”って謝り恐縮していて，対照的に奥さんの方

は看護師にも語気を荒げて，確かに血は流れていて…

ＤＶ被害かもしれないけれど，こういう状態じゃ，旦

那さんもイライラしてつい手が出ちゃってもおかしく

ない感じで…」 30代　看護師

　　「妊娠初期20代未婚女性が過喚気発作を起こし来院

したのね．原因は同棲男性との口論がきっかけでした．

これまでも男性からの暴力を受けていたらしくって．

被害者の家族は別れることを勧めていたのですよ．当

の本人は多くを語ろうとしなくて」 50代　助産師

3-2.苦悩･否認期

　苦悩・否認期のＤＶ被害者は，配偶者からの加害行為

が偶然の出来事ではなく，度重なる不安を抱え《できる

ことなら改善したい》が《現状の生活だけでもどうにか

維持したい》と願い，ＤＶ被害者自身の意思で外傷の理

由を隠していることもあった。他に，配偶者からの監視

による口封じや，威圧的な態度による暴力の隠匿行為が

なされていた。ＤＶ被害者も《無抵抗にただ殴られてい

るばかりではなく，口答えをした》り，防御による傷を

負っていることもあった。

　受診に関しては，保険証を貸してもらえない，治療費

を渡されないために受診できない場合もあり，受診する

ことで配偶者との《関係がさらに悪化することを恐れ》，

《ケガの理由を考え受診が遅れた》ＤＶ被害者もいた。人

目に触れ配偶者の暴力が明るみに出てしまうことや，配

偶者との関係の破綻が決定的になることを危惧するＤＶ

被害者等，古い傷跡からＤＶの歴史をうかがい知る体験

をした看護職もいた。

〈実例〉

　　「ＤＶの女の人って，被害に遭った事とか，こんな

にひどい目に遭っているって言う割には，本当にどう

にかしたいのかわからないことがあって．ただ，同じ

ことを話しているだけなのだもの．かなり痛そうなの

に平気な顔していたり．なんか，本当に解決したいと

思っているのかわからなくなるときがあって…」
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 50代　助産師

　骨折が疑われるほど重症の患者に対し，看護師が《こ

こ（＝レントゲン室）で話すことは外の人には一切聞こ

えないから安心して話してください。その傷は暴力によ

るものではないですか？》と介入し，重い口を開いたＤ

Ｖ被害者もいた。患者から，優柔不断・あいまい・不明

瞭な返答・おびえた様子・その場を取り繕うとする態度・

一貫性がなく前後する説明等の状況が窺えた時点で，看

護職は介入の機会をうかがっていた。検査室や内診室と

いった配偶者から不審に思われずに周囲から遮断できる

個室で，プライバシーが守られることを確認し，患者を

安心させ，医療従事者が率直に暴力被害の有無について

聴いている施設もあった。

　この段階のＤＶ被害者に対する看護ケアとして，傷の

手当て，看護観察に基づく適切な記録，被害者のサイン

を汲み取り率直に聞く，患者との信頼関係や患者の状況

に合わせて静観する，他に優先する必要のある疾患の治

療に対する援助などが提供されていた。

3-3.転換･消耗期

　転換・消耗期のＤＶ被害者は，配偶者の度重なる暴力

や暴言の原因やきっかけ探しをすることによって，被害

を避ける工夫を試みていた。しかし，ＤＶ被害者は《ど

んなに暴力をまねかない工夫や方策を凝らしても，あま

り効果がない》ことに打ちのめされ消耗していた。加害

者との不安定な人間関係に基づく加害者中心の生活によ

り，ＤＶ被害者は友人関係や親戚関係が狭まり，疎遠と

なって，《友人に言えない》秘密を抱えることで女性同士

のコミュニケーションに壁が生じ，その結果孤立してい

た。看護職が《なんだか顔色が・・・大丈夫ですか？》

と働きかけても，ＤＶ被害者は核心に触れようとせず，

《たまに会う知人からもよくそう言われるんです。でも，

別にどこも悪いところはないです》とかわすため，異変

を感じてもそれ以上は踏み込んでいけないと感じ，《なに

か引っかかる…》と気がかりを抱えたままになっている

こともあった。特に健康相談場面では，直接患者の身体

の観察をする機会が少ないため，ＤＶ被害者から相談を

切り出す事や目に見えた外傷などの決定的な要素がない

と，《ＤＶ被害者に出会っていたかも知れないが，それに

気がつかなかったかもしれない》という内省に繋がって

いた。中には，《人に触れられたくない》，《見てほしい傷

だけ処置してほしい》，《余計なことを聞かれたくない》

といった態度で，ＤＶ被害は疑われるが《声をかけづら

い》患者もいた。そのような患者がＤＶ被害者であると

は限らないが，助産師・看護師らは，患者が再度の受診

をしやすいように，《なるべく暖かい声かけをして，医療

とのつながりが切れないように祈りながら静観する》と

述べていた。保健師や訪問看護師による支援には，生活

の場に入って実施するという特性があるため，《まず信頼

関係をつくること。それがないと援助は難しい》と，信

頼関係が形成されるまでは踏み込んでいかない傾向がみ

られた。

　記録には，処置内容のみが記され，暴力被害が疑われ

る状況を記録に書き留めている施設は見られなかった。

その理由は，《一方（＝ＤＶ被害者）の意見を聞いて被害

と断定するのは，（加害者）夫に対して公平ではないし，

客観的な情報や判断でない》というもので，医師の反対

もあった。さらに，《万が一，加害者や弁護士から，カル

テ開示の請求をされた時，言及されても困る》という施

設もあった。

〈実例〉

　　「女性相談所に掛け合って一時入所させたのだけど，

･･･また，帰っちゃったのよね．夫のところへ．繰り返

すってわかっているけど，やっぱりさ，正直，消耗し

た」 40代　保健師

3-4.停滞期

　停滞期のＤＶ被害者は，養育が必要な子どもを抱えて

いたり，介護問題を抱えている者が目立った。暴力のあ

る家を出ても，《子どもを手放すか，子どもを抱えて働き，

忙しくて貧しい生活を強いられる》し，《働きながら家族

の介護をしなくてはならない》。親や兄弟，友人との関係

も途絶え孤立無援化したＤＶ被害者に対し，保健師や訪

問看護師はＤＶ被害者と共に閉塞感を覚え，《なんとかし

たい》と思っていた。ＤＶ被害者は健康を損ない，頼る

親兄弟もなく，《生きていくためには現状に留まるしかな

い》と諦めていた。

　この時期のＤＶ被害者に対して，すでに看護職は支援

を試みている場合が多かった。しかし，健康を損ない暴

力に打ちのめされながら，《その瞬間さえ耐え抜けば一時

の平安がおとずれる》，《嵐が過ぎ去るのをじっと耐えて

いるように見える》 ＤＶ被害者を面前にして，看護職は

《寄り添うことしか出来ない》と感じていた。ＤＶ被害者

やその家族と関わり，《何で？》という思いが看護職の心

中で《納得がいかず》に滞っていた。《夫婦間で相手を痛

めつけなければならない理由や原因がどこにあるのか》，

《どうにか暴力のある関係を改善できないものか》，しか

し《大人同士の問題だから》と看護職は逡巡し，サポー

ト資源を探していた。

　また，在宅訪問看護の経験のある看護職は，在宅療養

者が介護（する配偶）者からＳＥＸの強要を受けている場

を目撃していた。

　このような事例に対しては，ショートスティの利用を

勧める等，夫婦間のストレスの緩和を図りながら，在宅
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療養が継続できるよう静観していた。これらの事態につ

いて，看護職は同僚や上司に口頭で報告していたが，看

護記録には性的暴力の記載はしていなかった。

　看護職の直感に基づくＤＶ被害者の回復段階は，①

ショックで感覚が麻痺しているように見受けられたり，

適切な判断力を失う混乱期，②悲しみ，怒り，助けを求

め，否認し，奇跡を願うといった，苦悩・否認期，③Ｄ

Ｖの現状をなんとかしようと様々な取引を試みるが失敗

に終わり，ジェットコースタの急上昇と急下降を繰り返

すかのような不安定な状況に身を置き，人生に価値を見

出せない転換・消耗期，④ 様々な駆け引きや努力がすべ

て無駄におわり，絶望し，気力を失い抑うつ傾向を強め

ることもある停滞期は，一人ひとり明確に分類できるも

のではなく，看護ケアの過程で否認と消耗、そして抑う

つを抱えるというように重なるケースが多かった。ここ

までのＤＶ被害者の回復段階を図に示すと図１のように

なった。横軸は時間の経過を示し，縦軸はＤＶ被害者が

被害に立ち向かっていく精神的な抵抗力の度合いを表し

た。ＤＶの現状を何とかしたい，何とかなるだろう，と

いうＤＶに曝されている患者から感じ取られた精神的な

抵抗力は，苦悩・否認期で高く，次いで混乱期，停滞期，

転換・消耗期となっていた。データからも，患者から感

じ取られる精神的な抵抗力が最も低い転換・消耗期では，

看護ケアを提供してもＤＶ被害者と歯車が合わず，看護

職からの提案や助言が受け入れられない状況がうかがえ

た。

3-5．安定･回復期

　安定･回復期のＤＶ被害者は，在宅療養者の家族，また

は，健診等の受診者として看護職の前に現われ，《異常値

を示した血圧や血糖の値》をきっかけに過去のＤＶ被害

を話す者もいた。《身体の変調が現われた当時や現状のス

トレスを聞き取る過程で，離婚の体験や配偶者や家族か

ら暴力を受けた》こと《当初はＤＶの渦に飲み込まれて

いた》等が語られ，その内容から看護職はＤＶ被害と確

信していた。この時期に提供された看護ケアは傾聴だっ

た。ＤＶ被害者は，一生活者として新たな課題に立ち向

かっており，ＤＶ被害とは別の，新たな問題や課題を抱

えて医療や福祉の窓口を訪れていた。主に地域をフィー

ルドにする看護職が，傾聴や共感および情報提供をして

おり，散見される《生活保護世帯》には《福祉の専門職

と連携し介入している》事例もあった。しかし，《転居・

転勤等で関わりが途切れる》事例が複数みられた。

〈実例〉

　「お母さんがＤＶ被害に遭って，子どもがネグレクト

されていたケースを持っていたのね．彼女はだんなと

別れて生活保護をもらって暮らしていて．彼女は体調

が悪くて働けなくて，保育園から“（子どもが）最近来

ないのだけど”とか，“お風呂に入ってないみたい”っ

ていう情報が来て時々訪問していたの．ＤＶ被害から

脱出しても，その後の生活に困難なことが重くのしか

かって，単に夫婦間の問題で片付けられない，個人の

努力だけではどうにもならない社会の問題だと…本当

にＤＶを何とかしないといけないと痛感しました．」　

　 40代　保健師

Ⅳ．考察

　看護職が受診者と接し，ＤＶを疑う事情に接した際に

抱いた感情を言語化し吟味することで，保健医療の場に

おけるＤＶ被害者への支援の現状や看護職による初期対

応の課題が浮かび上がった。本調査は，看護職に過去の

経験を聞くという過去遡及型の情報収集を行っているた

め，得られたデータには過渡的な状況が反映していると

考えられる。考察では，その克服の方向性について，Ｄ

Ｖ被害者の回復段階とあわせて検討する。

１．ＤＶ被害者への初期対応をめぐる課題について

　個々の看護職，職場環境，社会状況，患者本人がそれ

ぞれに抱える問題点により，ＤＶ被害者への初期対応を

めぐっては課題が山積していることが浮き彫りになった。

所属する組織としてのバックアップがないと，個人とし

ての看護職ができることには限界がある。病院の事情と

しても，ＤＶ被害支援には財政的な保障がないと施設整

DV

図１　ＤＶ被害者の回復段階と現状に対する精神的な抵抗力
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備を行うこともできない21)。

　女性が就労する割合の多いケアの現場では，｢暴力｣と

いう犯罪性の高い事象と無関係でありたいという防衛本

能も働いているとみられた。聞き取りでは，｢ＤＶ被害か

もしれないけれど，こういう状態じゃ，旦那さんもイラ

イラしてつい手が出ちゃってもおかしくない｣という不

快感を覚えたことを率直に語った看護職もいた。ここで

看護職は，目の前にいるＤＶ被害者の態度から，加害者

と被害者の相互作用を思い浮かべている。このように，

目の前にいる患者の姿から，患者の人間関係や生活状況

を思い浮かべる姿勢は，看護的援助の基本から外れたも

のとはいえない。また，加害者の心理についての推測は，

完全な誤りとはいえない。しかし，配偶者からの暴力と

攻撃的・支配的態度に長くさらされてきたＤＶ被害者の

立場についての深い理解が欠けると，共感が妨げられる

という事情がこの回答からは伺われる。また，多くの看

護職が，外傷の原因追及，記録，証拠採取と確保につい

て教育を受けていないことも，ＤＶへの適切な介入をた

めらわせる誘因になっていた。

　ＤＶに関する理解を深め，ＤＶ被害の見落としを最小限

に抑えるため，各地でＤＶ被害者ケアに関連する研修に

参加する機会を保障することや，施設毎に研修を企画す

ることと並行して施設としての支援体制づくりに早急に

取り組む必要がある。

２．ＤＶ被害者の回復段階に応じた初期対応

　以上述べてきたことに基づいて，ＤＶ被害者の回復段

階に応じた初期対応の現状にふれながら，工夫が可能な

点について整理しておきたい。

2-1．ＤＶ被害者の回復段階

　ＤＶ被害者がたどる回復段階は，表１に示した通り，

①混乱期，②苦悩・否認期，③転換・消耗期，④停滞期，

⑤回復・安定期に分類される。ただし，時間の経過とと

もに直線的に回復に向かうわけではなく，ＤＶ被害者は，

混乱と苦悩，否認と消耗，停滞と混乱，安定と転換とい

うように，行きつ戻りつしながら上昇や下降を繰り返し，

回復期が前後していた。

　混乱期，苦悩・否認期にあるＤＶ被害者は，ＤＶ被害を

自ら訴えることが極めて少なく，治療や相談の場で問題

を指摘され支援の申し出を受けても，それを受け入れる

ことができていない。転換・消耗期に差し掛かり，苦悩

への忍耐が限界に近づいて，ようやく支援の申し出を受

け入れるようになる。支援が始まっても，多くの事例で

はスムーズに回復・安定期に移行することができず，停

滞期が続く場合が少なくない。看護職がＤＶ被害者と思

われる患者と出会った際には，困難な話を聞くというリ

スクを踏まえ，共に寄り添う気持ちで接し，患者が上記

の５つの段階のどの時期にいるかを念頭に置き，時間の

流れの中で現状を把握することによって支援の方向性を

明確にできると考えられる。

　図２は，図１と表１に基づいて被害者の回復段階と看

護ケアとの関連について整理したものである。①混乱期，

②苦悩・否認期，③転換・消耗期，④停滞期の各段階に，「緊

張期→爆発期→ハネムーン期」といったＤＶのサイクル

が存在していた。各段階でＤＶ被害者の置かれた状況や

ニーズに沿った身体的処置などの看護ケアが提供され，

安定・回復段階に近づくにつれ，生活支援の援助項目が

増えていた。また，配偶者の暴力に対する意味づけの変

化が，ＤＶ被害者に付随する疾患の経過や外傷の回復に

影響を及ぼしていた。特に，慢性化し長期化する暴力に

おいては，ＤＶ被害経験がそのまま日常の生活と重なり

合い，暴力からの回避を中心にＤＶ被害者の生活が組み

立てられ，暴力そのものがＤＶ被害者の生活になる様相

が伺われた。

2-2．患者が求めていることの明確化

　ＤＶ被害者への初期対応としては，患者が何を求めて

いるかを明確にする働きかけが，どの回復段階でも共通

して見られていた（表１）。　

　ＤＶ被害者の多くは，暴力的な環境に浸かりきってい

るため，ぼんやりとした不安しか感じていない場合もあ図２　ＤＶ被害者の回復段階と看護職の初期対応
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り，自分の感情に蓋をして多くを語らない傾向が見られ

た。苦痛が大き過ぎるため，それを感じまいとして強い

感情が湧きにくくなっている場合もある。ＤＶ被害者は，

助けて欲しい気持ちはあっても，うかつに援助を求めて

加害者に知られることへの恐怖から踏み出せず22)，及び

腰の求助姿勢をとりがちになる。このような場合,患者が

何を訴えているのか，どのような援助を求めているのか

について，ＤＶ被害者が自発的に意思表示することを看

護職は期待していた。困難な状況に置かれている患者の

話を聞くというリスクを忙しい業務の中で引き受けるの

には，聞く側の覚悟や高い意識を要する。そのため，Ｄ

Ｖが背景にあるとほぼ確信しても，当人同士の判断と解

決能力を信じて，警察や配偶者暴力相談支援センターに

照会せずに静観し，次回受診時に状況を見定めるという

援助計画を立てている場合も散見された。

　医療者側のこのような体制が，介入の時期を遅らせて

いることは明らかである。ＤＶ被害者の意思表示を尊重

しながらも，それがない場合は本人に無理な行動を要求

することなく，具体的な支援を提供することが重要であ

り，とりわけ混乱期や苦悩・否認期において，そのよう

な配慮は重要であると考えられる。

３．ＤＶ被害者と出会う可能性が高いという認識に沿っ

た実践の保証

　ＤＶ被害者は外傷や様々な健康問題を抱えており,そ

の受診状況についても時間外診察や救急外来を利用する

機会が目立った。つまり，生命の危機に瀕して，人目を

避ける時間帯をねらい通常の医療の枠からはみ出した受

診行動に踏み切るという経緯が伺われたといえる。

　調査データに基づいてＤＶ被害者看護に対する現状と

課題を検討してきたが，公表されている数値データによ

れば，わが国では年間110～170人が配偶者間の事件で亡

くなり，暴行や傷害事件で検挙される数も増加傾向をた

どり1,500件を上まわっている23)。ＤＶ被害の早期発見や

初期対応の充実を図る方策の明確化が不可欠である。

　混乱期や苦悩・否認期までに早期介入ができなかった

事例では，転換・消耗期，停滞期に移行して長い年月が

過ぎ，事件に至る場合も出てくる。本研究より，混乱期

や苦悩・否認期には本格的な介入に及び腰だった患者も，

援助の求めには必ず応じてもらえることを感じとれば，

早めの求助行動に結びつくと考えられ，回復過程の特性

を踏まえ，ＤＶ被害者を支援する可能性が示唆されたと

いえる。

Ⅴ．研究の限界と今後の課題

　本研究は看護観察に基づき受診者への気がかりをデー

タとして用いているため，ＤＶ被害者の視点や意見が

入っておらず，被害者自身が思う回復段階と観察者が判

断した回復時期とでは異なることが予測される。また事

例からも，ＤＶ被害者に対する看護職の理解が十分では

ない場合は，ネガティブな対応や二次被害を与えてしま

いかねず，専門家を交えたケース会議やＤＶ被害者支援

研修の必要性が示された。

ＤＶ被害者の診療場面において医療者は，ＤＶ被害者の精

神状態の理解に努め，面接の場づくりに配慮し，どのよ

うなコミュニケーションにおいても気遣いと思いやりの

態度が含まれるよう意識し，ＤＶ被害者の二次被害を回

避する必要がある24)。また，警察などの関係機関に対す

る正確な情報の提供に努めること，および，調停や裁判

に対処するための診断書や意見書の書き方を工夫するこ

とも重要である25)ため，今後研修の充実を図っていく必

要がある。

Ⅵ．結論

　本研究より， ＤＶ被害者は受診をきっかけに看護職と

の関係が生じ，苦悩期，停滞期を行きつ戻りつしながら，

ゆるやかに回復過程をたどっていくことが見てとれた。

一方，被害の期間が長引くほど回復の過程も長期化する

ことが推測され，看護職を含む医療職の初期対応のなか

で「困難な話を聞くというリスク」を自覚し，無意識に

避けないで敬意を持ってＤＶ被害者の話を聴くことが極

めて重要であることが確認された。
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民間シェルターの活動からみるドメスティックバイオレンスの被害者と

その子どもたちの支援における課題（第二報）
～ＤＶ家庭の子どもたち～

要約

ＤＶ家庭の42人の子どもの心理的、社会的な状況について調査した。その結果をみると、（1）９人の乳児と未就学児では、身体的な発育

の遅れが４人、多動児（ＡＤＨＤ）が３人、反応性愛着障害の疑いが３人。（2）５人の小学生では、ＬＤ １人、反応性愛着障害の疑い２人、

不登校経験者２人、抑うつ状態１人。（3）８人の中学生では、不登校経験者４人、抑うつ状態３人で、自殺未遂者が１人、ひきこもり経

験者２人、母親への暴力が１人、継父から性的虐待を受けた者が２人。（4）高校生では、不登校経験者が１人。（5）17人の成人例では、

ひきこもり経験者３人、母親への暴力４人、ＤＶ被害者４人、アルコール依存３人がみられた。

　我々のシェルターが関与した子どもたちの調査から、これらの子どもたちが心理的にも社会的にも困難な問題を抱えていることが明ら

かになった。ＤＶ被害者支援に関連している警察や福祉等の行政機関は、ＤＶが子どもの心理状態に長く影響することを認識し、ＤＶ家庭

の子どもたちへの長期的な援助を連携し協力して行っていく姿勢が求められるのではないだろうか。

キーワード：ドメスティックバイオレンス、家庭内暴力、児童虐待、民間シェルター

Abstract

 The psycho-social condition of 42 children in domestic violence household was examined; and these observations were made: (1) 4 cases of 

delayed physical development, 3 cases of ADHD, 3 cases of suspicion of reactive attachment disorder among 9 infant and pre-school 

children; (2) 1 case of learning disorder, 2 cases of suspicion of reactive attachment disorder, 2 cases of school refusal, and 1 case of 

depression among 5 elementary school children; (3) 4 cases of school refusal, 3 cases of depression, 1 case of attempted suicide, 2 cases of 

social refusal, 1 case of violence against mother, and 2 cases of sexual abuse by stepfather among 8 junior high school children; (4) 1 case 

of school refusal among 3 high school age children; and (5) 3 cases of social refusal, 4 cases of violence against mother, 4 cases of victims 

of domestic violence, and 3 cases of alcohol abuse among 17 adult-aged children.

These observations suggest that exposure to domestic violence aimed against a mother has both short- and long-term adverse consequences 

for children in those households. But, whatever the cause of these difficulties, the suffering of children in household where domestic violence 

occurs should be addressed through collaborative, inter-sectoral (i.e., police, social welfare, etc.) services in order to provide long-term care 

for the children.

Key Words：domestic violence, family violence, child abuse, private shelter
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Ⅰ　はじめに

　我々は、2000年にＤＶ被害者を支援する活動を開始し、

2002年に民間シェルターを運営するＮＰＯ法人山口女性

サポートネットワーク（以下サポートネット）を設立し

た。シェルターに駆け込む被害者は子連れである場合が

多く、その子どもたちの様子は、健常な家庭の子どもた

ちとは違っていることがある。まだ幼いにも関わらず不

眠を訴える子や、髪の毛を１本１本引き抜くために頭髪

の一部に脱毛部分ができたいわゆる抜髪症の子もいた。

成人になった子は、母親に暴力をふるう、金をせびる等

の家庭内暴力をふるうものもいた。このように家庭環境

が子どもに与える影響は大きいと考えられるが、その実

態の報告は少ない。ＤＶが子どもに及ぼす影響について

明らかにすることは、ＤＶ被害者支援を検討する上で重

要である。そこで本報告では、我々が直接的に関与した

ＤＶ被害者25人の子42人について心理的、社会的な状況

について調査したので、その概要を報告する。

Ⅱ　対象と方法

１．研究期間

　2002年１月～2007年12月

２．対象者

　サポートネットが直接的に関与したＤＶ被害者25人の

子ども42人である。

３．研究方法

　ＤＶ被害者から聞き取り調査した記録を元に、何らか

の不適応行動あるいは問題状況を集計し、児（子）の状

況をまとめた。「身体的な発育の遅れ」「反応性愛着障害

の疑い」等は、聞き取り調査で得られた表現や、かかり

つけの医師の診断、ならびに支援者の観察に基づき医師

ならびに精神科医の状況判断を元にした。

４．倫理的配慮

　あらかじめ調査対象者に対して、本研究で得られる

データは研究目的以外には使用しないこと、ならびに研

究結果の公表に際しては匿名性を遵守することを文書及

び口頭で説明し同意を得た。

Ⅲ　結果

　直接的なＤＶ被害者である母親の年齢は20歳から76歳

であった。対象の児（成人である子も含む）は42人で、

その内訳は男性20人、女性22人であった。年齢層は、生

後８ヵ月の乳児１人、未就学児８人、小学生５人、中学

生８人、高校生３人、成人17人である。成人は20歳代が

13人、30歳代２人、40歳代と50歳代がそれぞれ１人であっ

た。

　乳児・未就学児８人をみると、身体的な発育の遅れが

４人（50.0％）、多動児（ＡＤＨＤ）が３人（37.5％）、反

応性愛着障害の疑いが3人（37.5％）いた。小学生５人で

は、ＬＤ １人（20.0%）、反応性愛着障害の疑い２人

（40.0％）、不登校経験者1人（20.0％）、親による就学拒

否１人（20.0％）、抑うつ状態1人（20.0％）がみられた。

中学生８人では、不登校経験者４人（50.0％）、抑うつ状

態３人（37.5％）で、そのうち自殺未遂者が１人（12.5％）、

ひきこもり経験者２人（25.0％）、母親への暴力が１人

（12.5％）、継父から性的虐待を受けた者が２人（25.0％）

いた。

　高校生３人では不登校経験者が１人（33.3％）いた。

成人例17人とみると、ひきこもり経験者３人（17.6％）、

母親への暴力４人（23.5％）、ＤＶ被害者２人（11.8％）、

デートＤＶ被害者２人（11.8％）、アルコール依存３人

（17.6％）がみられた。

Ⅳ　考察

　この調査は、一人の子どもの成長を追ったものではな

い。ある時期の状態を調査したものであるが、集計して

みると、これらの問題行動の出現が一連の流れのように

みえる（図１）。どの年齢層においてもなんらかの問題と

なる行動や心理状態があらわれている。小学生までの子

どもたちには、身体的発育障害、反応性愛着障害の疑い

などがみられており、母親の育児能力の低下や母子関係

形成への影響が考えられる。ＡＤＨＤが３例みられるが、

杉山1）が提唱している被虐待児にみられるＡＤＨＤ様症状

が含まれている可能性が高い。中学生、高校生になると、

抑うつ状態、登校拒否や、母親への暴力などが出現して
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いる。さらに、性暴力被害者となる少女が出現している。

20歳代ではアルコール依存へとつながり、30歳代での引

きこもりの事例もみられる。

　バンクロフト(原名Bancroft)2）は、虐待する男性に接

している子どもが示す行動の特徴として、友だちをいじ

める、侮辱する、身体的暴力をふるう。交友関係がうま

くいかず、社会との接触を避ける。権威ある人、特に母

親に反発する、反抗する。多動、心配、強迫観念、衝動。

学校での学習に支障をきたしたり、注意力散漫になった

りするなどをあげており、さらに10歳代の子どもにおけ

る主な兆候として、薬物乱用、不良とつきあう、つきあっ

ている恋人に対し、暴力や言葉での虐待、または性暴力

をふるう。つきあっている恋人から、暴力や言葉での虐

待、または性的虐待を受ける等と述べている。我々の調

査結果は、この報告を裏付けるものであると言えよう。

さらに年齢層の高い20歳代、30歳代においても、ひきこ

もり、ＤＶ被害者、アルコール依存の事例が増えている

ことから、ＤＶによる精神的なダメージは、10歳代に限

らず20歳代以降においても、彼らのその後の人生にも大

きく影響している可能性がある。特に、不登校の子ども

が、やがてひきこもりになる可能性があるのではないか

という仮説も考えられよう。

　児童虐待がＤＶ家庭でみられることから、2004年改正

の「児童虐待の防止等に関する法律」（2000年５月24日公

布）において児童虐待の定義に、「児童の目前で配偶者に

対する暴力が行われること等、直接児童に対して向けら

れた行為でなくても、児童に著しい心理的外傷を与える

ものであれば児童虐待に含まれる」と明記され、心理的

虐待の一つとして「ＤＶの目撃」が加えられた。同じく

2004年改正の「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護に関する法律（2001年４月13日施行）では、保護命令

制度の拡充が行われ、被害者の子への接近禁止命令が出

せるようになった。このように、幸いにも、ＤＶ家庭に

おける児童を守る法整備は行われている。

　しかしながら、ＤＶ被害者の子どもは児童とは限らな

い。ＤＶ被害者の年齢構成は内閣府の男女共同参画白書

にも記載がない。幼い子供をつれた母と子の姿がＤＶ被

害者のイメージとして浮かびがちであるが、われわれの

シェルターに保護したＤＶ被害者の年齢みると、20歳か

ら65歳と幅広く、平均年齢は41.4歳であり比較的年齢層

は高い3）。したがって、被害者の子は児童とは限らない。

　篠原4）は、児童期の経験とＤＶとの関連を明らかにする

ために、茨城県内の18歳以上の男女1,086人を対象に質問

紙調査を行ない、親からされた行為を将来配偶者や交際

相手にする傾向があること、特に物を投げる行為につい

ては学習効果が高いこと、児童期に親の暴力行為を学習

することでＤＶ加害の連鎖の可能性があると報告してい

るが、今回の我々の結果から推察すると、さらに、ひき

こもりや家庭内暴力とみなされている事例において、背

景に児童期のＤＶ経験が関連している可能性が考えられ

る。

　こうした暴力の連鎖を防止するための教育や援助活動

も重要になってくる。三村5）は、保育・子育て支援の立

場から、ＤＶにさらされて育った子どもの援助として、

まずは子どもの基本的な安定感を育むことを目標とし、

次に、母親と子どもとの良好な関係を築くことが子ども

のトラウマからの回復に重要であると述べ、母親が心身

の安定と自尊感情を取り戻し、低下させられた自己評価

を修復し、エンパワーメントできるような援助が不可欠

であると報告している。この三村の報告で注目されるの

は、ＤＶ被害にあった母と子がＤＶによるトラウマに苦し

みながらも、母子共に困難を乗り越えて自分自身を回復

させる心のしなやかさ（リジリアンス）を失っていない

と述べていることである。我々の活動からも、安全を確

保することができ、自立への生活をはじめることができ

た母子に回復の姿をみることは多い。

　今回明らかになったことは、ＤＶ家庭の子ども（子）

たちに、どの年齢層においても問題行動が現れているこ

とと、一見、ＤＶとは関連がなさそうにみえる社会的な

ひきこもり、性的虐待被害者、アルコール依存などがみ

られていることである。本調査は、ＤＶ被害者の子の個

別ライフヒストリーを追跡した調査ではないが、ＤＶ家

族を体験した時期に応じて発現した被害者の子の不適応

行動や問題行動は、その発現時に適切なケアがなされず

傷が癒されないままに長期に持ち越された場合には、子

どもの発達段階に応じて何度も繰り返し発現する可能性

があることを暗示させるものである。ＤＶ被害者の援助

に携わる関係機関は、こうした子どもへの影響があるこ

とを認識して、長期的援助に取り組む姿勢が求められる

のではないだろうか。

Ⅴ　結語

　ＤＶ家庭の子どもたちは彼らの母親と同じように深い

精神的なダメージを受けており、彼らのその後の人生に

不幸な影響を与えている。ＤＶ被害者の援助に携わる関

係機関は、こうした子どもへの影響があることを認識し、

彼ら自身が持っている回復する心のしなやかさ（リジリ

アンス）を長期的に援助していく姿勢が求められるので

はないだろうか。

　本稿の要旨は、第19回国際セーフコミュニティ会議
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（2010年３月23-26日、韓国水原市）において発表した。
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スイス社会のドメスティック・バイオレンス問題とＤＶ被害者支援策について

Ⅰ　研究の目的

　ドメスティック・バイオレンス（以下、ＤＶ）は、世

界中の国々や地域で、貧富の差を問わず、人種や民族、

社会階層も階級も問わず遍く存在する家庭に潜む女性や

子どもに対する暴力である。それは「女性や子どもに対

する人権侵害」であり、個人の問題ではなく男女平等社

会形成の阻害要因の一つとして、早急な解決が求められ

ている重大な社会問題である。第２次フェミニズム運動

の高まりと共に欧米で始まった「女性に対する反暴力運

動」は、1995年の北京会議以降「女性に対する暴力の撤

廃」運動として、世界中の国々で国家政策として取組ま

れ今日に至っている。

　そうしたＤＶ政策やＤＶ被害者支援に関するわが国の

諸外国に関する調査や研究をみると、アメリカや韓国、

台湾などの研究は散見されるようになってきた。しかし

ヨーロッパのＤＶ政策や被害者支援に関する研究は、イ

ギリスやフランス、北欧などほんのわずかしかみられな

い。ましてやスイスに関しては皆無であるといえる。筆

者は2009年10月よりスイスのヴォー州（フランス語圏）

に在住する機会が得られたこともあり、スイスのＤＶ政

策・施策、ＤＶ被害者支援について調査研究を行ってい

るが、本稿ではその一部を紹介したい。

　スイスでは女性の参政権が認められたのは1971年と遅

く、先進国の中でも男女平等が遅れていた国である。し

かし40年後の2011年は、先進国の中でも男女平等が進ん

でいる国に挙げられている。たとえば世界経済フォーラ

ムの「ジェンダー・ギャップ指数」をみると、スイスは

2010年度では134ヵ国中10位である１）。国連開発計画（Ｕ

ＮＤＰ）の統計「ジェンダー・エンパワーメント指数」で

も2009年度は13位であり男女平等政策が推進されている

と考えられる２）。しかしながら、そのようなスイス社会

においても女性への人権侵害であるＤＶは他国と同様に

存在し、５人に１人がＤＶ被害の経験があるという報告

スイス社会のドメスティック・バイオレンス問題とＤＶ被害者支援策について
―ヴォー州の取組みを中心に―

Domestic Violence policy and victims support system in Switzerland 
Focusing on canton of Vaud’s policy and support systems

要約

本稿では、スイスにおけるＤＶ政策や被害者支援策を紹介することを目的とする。

スイス社会のなかでどのようなＤＶ問題が存在し、どのような支援策があるのかを探った。さらにＤＶに関する法律、連邦政府と州政府の

ＤＶ政策を概観した。ヴォー州唯一のシェルターであるMalleyPrairieへのインタビュー調査から具体的な支援策を紹介する。

スイスでは、少女の強制婚、家庭の中に存在する銃が家族内殺人に使われることなどが我が国と異なったＤＶ問題であった。又、法制度

ではＤＶは犯罪であるとして刑事罰の対象となり、被害者の告訴がなくても警察が起訴できる。犯罪被害者支援法の下で設置された犯罪

被害者支援センターが、法的アドボカシー、心理の専門家の相談など包括的にＤＶ被害者支援を行っていた。

ヴォー州では、州の男女平等オフィス、被害者支援の現場であるシェルターMalleyPrairieと民間支援団体が協働し、予防策としてインター

ネットによる加害者や青少年に対する支援も含む多岐にわたる支援策を実践していた。シェルターではＤＶ被害者と同様に子どもへの支

援を重要な位置づけとして実践されていた。さらにファミリー・バイオレンスという概念で母子関係、父子関係など家族の関係性を考慮

した支援体制がとられていた。こうした支援策はわが国のＤＶ被害者支援の示唆となると考える。

キーワード：スイスのＤＶ問題、ＤＶ政策、法制度　シェルターの被害者支援策
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